
　
生
き
る
と

は
、
食
べ
る

こ
と
・
笑
う

こ
と
・
歌
う

こ
と
・
歩
く
こ
と
。
こ
れ
は
尼

崎
市
で
在
宅
医
療
と
在
宅
看
取

り
に
邁
進
し
て
い
る
「
町
医

者
」
こ
と
長
尾
和
宏
氏
と
、
同

伴
訪
問
看
護
師
が
最
近
上
映
の

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画

「
け
っ
た
い
な
町
医
者
」
の
中

で
、
在
宅
看
取
り
予
定
患
者
に

語
り
か
け
た
言
葉
で
あ
る
。
人

間
の
み
な
ら
ず
動
物
も
植
物
も

生
き
と
し
生
け
る
も
の
全
て
、

必
ず
そ
の
時
が
来
れ
ば
、
分

解
・
消
滅
し
て
分
子
レ
ベ
ル
で

輪
廻
転
生
を
繰
り
返
す
▼
こ
れ

は
、
避
け
得
ぬ
運
命
な
の
で
く

よ
く
よ
せ
ず
、
そ
の
瞬
間
ま
で

あ
る
い
は
せ
め
て
前
日
ま
で
健

康
長
寿
で
食
ら
い
・
笑
い
・
歌

い
・
歩
き
続
け
て
、
往
く
な
ら

そ
の
あ
と
平
穏
に
ポ
ッ
ク
リ
死

で
往
き
た
い
▼
た
だ
し
、
終
末

期
に
な
っ
て
苦
痛
症
状
を
呈
し

て
死
線
を
さ
迷
う
と
、
周
り
の

介
護
者
・
家
族
が
見
る
に
は
耐

え
ず
と
救
急
車
を
要
請
し
て
、

自
ず
と
枯
れ
逝
く
大
往
生
の
夢

は
失
せ
、
経
管
栄
養
や
水
分
の

過
剰
補
給
か
ら
「
ベ
ッ
ド
上
で

の
溺
れ
死
に
」
の
悪
夢
に
終
わ

る
か
ら
要
注
意
と
さ
れ
る
▼
問

題
は
、
そ
の
時
を
確
定
的
に
は

予
測
・
決
定
で
き
ず
、
最
期
の

日
は
、「
つ
ひ
に
ゆ
く
道
と
は
か

ね
て
聞
き
し
か
ど　
き
の
ふ
け

ふ
と
は
思
は
ざ
り
し
を
」（
伊
勢

物
語
1
2
5
段
）
と
も
あ
り
、

昨
日
ま
で
そ
れ
が
今
日
だ
と
は

分
か
ら
ぬ
も
の
ら
し
い
。
そ
の

際
、
た
だ
死
期
を
引
き
延
ば
す

だ
け
の
延
命
措
置
は
望
ま
ず
尊

厳
あ
る
死
を
迎
え
た
い
の
な

ら
、
元
気
な
内
に
書
面
で
リ
ビ

ン
グ
ウ
ィ
ル
を
残
し
て
お
く
よ

う
勧
め
ら
れ
て
い
る
。（
卯
蛍
）

　
政
府
は
、
流
通

す
る
デ
ー
タ
の
多

様
化
・
大
容
量
化

が
進
展
し
、
デ
ー

タ
の
活
用
が
不
可

欠
で
あ
る
こ
と
な

ど
を
理
由
と
し
て
、「
デ
ジ
タ

ル
改
革
関
連
法
案
」
を
国
会
に

提
出
し
た
。

　
内
閣
総
理
大
臣
を
長
と
す
る

強
力
な
総
合
調
整
機
能
（
勧
告

権
等
）
を
有
す
る
デ
ジ
タ
ル
庁

を
設
置
す
る
。
個
人
情
報
関
係

3
法
を
一
本
化
す
る
。
地
方
公

共
団
体
の
個
人
情
報
保
護
制
度

も
統
一
化
し
て
国
が
管
理
す

る
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

普
及
推
進
、
国
家
資
格
や
預
金

口
座
を
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
紐
づ

け
て
管
理
す
る
―
な
ど
が
そ
の

内
容
で
あ
る
。

　
医
療
分
野
で
は
デ
ー
タ
ヘ
ル

ス
改
革
と
し
て
保
健
医
療
デ
ー

タ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
計
画

さ
れ
て
い
る
。
電
子
カ
ル
テ
や

健
康
診
断
デ
ー
タ
な
ど
の
ビ
ッ

グ
デ
ー
タ
を
活
用
し
て
、
新
た

な
治
療
法
の
開
発
や
創
薬
、
科

学
的
な
介
護
の
実
現
を
加
速
さ

せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
、
法
案

に
直
結
す
る
内
容
で
あ
る
。

　
保
健
医
療
デ
ー
タ
は
病
気
や

健
康
に
関
わ
る
個
人
の
機
微
な

情
報
で
あ
る
。
法
案
に
対
し
て

日
弁
連
が
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や

個
人
情
報
の
保
護
を
後
退
さ
せ

る
お
そ
れ
が
強
く
危
惧
さ
れ

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
当

然
で
あ
る
。
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の

誓
い
で
は
「
医
に
関
す
る
と
否

と
に
か
か
わ
ら
ず
他
人
の
生
活

に
つ
い
て
秘
密
を
守
る
」
と
あ

る
。
古
今
東
西
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
や
個
人
情
報
は
、
医
師
が

守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
医
の

倫
理
の
最
優
先
事
項
で
あ
る
。

デ
ジ
タ
ル
化
推
進
を
急
ぐ
あ
ま

り
、
個
人
情
報
保
護
を
疎
か
に

し
て
は
な
ら
な
い
。
国
会
で
の

慎
重
か
つ
時
間
を
か
け
た
審
議

を
求
め
る
こ
と
は
医
師
の
責
務

で
は
な
い
か
。

　
世
界
医
師
会
が
掲
げ
る
自
律

（autonom
y

）あ
る
い
は
自

己
決
定
は
、
国
際
的
に
認
め
ら

れ
た
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
核
心
的
な
価
値
で
あ
る
。

医
師
な
ど
の
国
家
資
格
を
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
に
紐
づ
け
て
管
理
し

よ
う
と
す
る
の
は
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ナ
ル
・
フ
リ
ー
ダ
ム
へ
の

挑
戦
で
あ
る
。
自
由
と
自
律
を

欠
く
と
こ
ろ
に
医
療
の
質
の
向

上
は
な
い
。

　
医
療
提
供
体
制
改
革
な
ど
を

推
進
す
る
医
療
法
改
正
法
案
の

国
会
審
議
が
始
ま
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
国
の
医
療
提
供
体
制

改
革
に
は
、
医
療
費
や
医
師
の

拡
充
で
は
な
く
、
地
域
医
療
の

確
保
を
大
義
名
分
に
し
て
医
師

に
対
す
る
強
制
を
強
め
る
方
向

が
色
濃
く
滲
ん
で
き
た
。
新
型

コ
ロ
ナ
緊
急
事
態
宣
言
下
の
感

染
症
法
改
正
で
は
、
病
院
に
対

す
る
患
者
受
け
入
れ
強
要
が
盛

り
込
ま
れ
た
。
国
家
資
格
の
一

元
的
な
管
理
は
、
有
事
の
際
の

医
師
や
医
療
動
員
に
つ
な
が
り

か
ね
な
い
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
。

　
患
者
に
と
っ
て
も
、
医
療
の

専
門
家
に
と
っ
て
も
、
わ
が
国

の
医
療
提
供
体
制
に
と
っ
て
も

問
題
が
多
い
法
案
で
あ
る
。

個
人
情
報
を
疎
か
に
し
て
は
な
ら
な
い

デ
ジ
タ
ル
改
革
法
案
は
慎
重
な
審
議
を

　
京
都
府
保
険
医
協
会
代
議
員

会
の
議
長
、
副
議
長
の
任
期

（
2
年
）が
、
2
0
2
1
年
4
月

30
日
を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。

任
期
終
了
に
あ
た
り
新
代
議
員

か
ら
議
長
、
副
議
長
を
選
出
致

し
ま
す
。
規
約
第
19
条
お
よ
び

選
出
内
規
に
よ
り
、
次
の
要
領

で
行
い
ま
す
。

　
▽
公
示
＝
4
月
10
日
（
土
）

　
▽
立
候
補
締
切
日
時
＝
4
月

22
日
（
木
）
午
後
4
時

　
▽
選
挙
す
る
役
職
名
＝
代
議

員
会
議
長
1
人
、
副
議
長
1
人

　
▽
任
期
＝
2
カ
年
：
21
年
5

月
1
日
〜
23
年
4
月
30
日

　
▽
選
挙
日
程
・
場
所
＝
5
月

20
日
（
木
）
午
後
2
時
15
分
か

ら
、
京
都
税
理
士
会
館
（
予

定
）に
て
、
第
2
0
1
回
臨
時

代
議
員
会
を
開
催
し
選
挙
を
行

い
ま
す
。

　
※
選
出
内
規
第
16
条
に
よ

り
、
立
候
補
届
出
の
あ
っ
た
候

補
者
が
定
数
以
内
の
と
き
は
投

票
を
行
わ
ず
、
京
都
府
保
険
医

協
会
代
議
員
会
議
長
が
候
補
者

を
も
っ
て
当
選
人
と
決
定
し
ま

す
。

　
▽
立
候
補
届
出
方
法
＝
立
候

補
届
出
書
は
本
協
会
の
所
定
の

様
式
を
使
用
し
、
所
定
の
候
補

者
経
歴
表
を
添
付
し
て
立
候
補

締
切
日
時
ま
で
に
、
本
人
が
京

都
府
保
険
医
協
会
代
議
員
会
議

長
に
提
出
し
て
下
さ
い
。
立
候

補
届
出
書
お
よ
び
候
補
者
経
歴

表
は
本
協
会
事
務
局
に
あ
り
ま

す
。（
選
出
内
規
第
5
条
お
よ

び
第
6
条
、
第
7
条
）

　
▽
所
信
表
明
＝
投
票
に
よ
る

選
挙
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
各

候
補
者
は
代
議
員
会
で
所
信
表

明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。（
選
出
内
規
第
9
条
）

　
▽
選
挙
公
報
＝
投
票
に
よ
る

選
挙
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
京

都
府
保
険
医
協
会
代
議
員
会
議

長
は
立
候
補
届
出
書
等
の
書
類

審
査
の
う
え
、
速
や
か
に
選
挙

公
報
を
作
成
し
、
代
議
員
お
よ

び
予
備
代
議
員
に
送
付
し
ま

す
。（
選
出
内
規
第
10
条
）

 

（
関
連
3
面
）

初
・
再
診
料
の
引
き
上
げ

院
内
調
剤
技
術
料
の
改
善
を

　
協
会
は
3
月
16
日
、
厚
生
労
働
省
に
対
し
て
「
2
0
2
2

年
度
改
定
に
お
い
て
初
・
再
診
料
な
ど
の
引
き
上
げ
を
求
め

る
要
望
」
書
を
提
出
し
た
。
要
請
に
は
、
厚
生
労
働
省
保
険

局
医
療
課
の
吉
井
史
歩
主
査
、
中
嶋
有
彩
氏
が
対
応
。
協
会

は
鈴
木
理
事
長
、
福
山
副
理
事
長
、
吉
河
・
種
田
・
植
田
理

事
、
関
顧
問
が
参
加
し
た
。
今
回
の
要
望
書
提
出
に
あ
た

り
、
参
院
厚
労
委
員
の
倉
林
明
子
議
員
（
日
本
共
産
党
）
に

仲
介
を
お
願
い
し
た
。

　
協
会
の
要
望
は
、
①
感
染
防

止
対
策
の
評
価
と
し
て
、
初
・

再
診
料
、
外
来
診
療
料
、
小
児

科
外
来
診
療
料
等
を
10
〜
30
点

引
き
上
げ
る
こ
と
。
少
な
く
と

も
乳
幼
児
感
染
予
防
対
策
加
算

1
0
0
点
を
10
月
以
降
も
1
0

0
点
で
算
定
可
能
と
し
、
22
年

4
月
以
降
も
算
定
可
能
と
す
る

こ
と
。
医
科
外
来
等
感
染
症
対

策
実
施
加
算
5
点
、
入
院
感
染

症
対
策
実
施
加
算
10
点
を
10
月

以
降
も
算
定
可
能
と
し
、
22
年

4
月
以
降
も
算
定
可
能
と
す
る

こ
と
②
「
基
本
的
な

診
察
や
処
置
等
」
を

評
価
す
る
た
め
、
①

と
は
別
に
初
・
再
診

料
、
外
来
診
療
料
、

小
児
科
外
来
診
療
料

等
を
10
〜
30
点
引
き

上
げ
る
こ
と
③
外
来

に
お
け
る
調
剤
技
術

基
本
料
14
点
を
大
幅

に
引
き
上
げ
る
こ
と

④
処
方
料
の
加
算
と

し
て
一
包
化
加
算
を

新
設
す
る
こ
と
⑤
機
能
強
化

型
・
連
携
型
の
在
宅
療
養
支
援

診
療
所
の
施
設
基
準
に
定
め
ら

れ
た
月
1
回
の
連
携
体
制
を
構

築
す
る
医
療
機
関
間
の
カ
ン

フ
ァ
レ
ン
ス
に
つ
い
て
、
ビ
デ

オ
通
話
等
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し

た
場
合
も
認
め
る
よ
う
、
通
知

ま
た
は
事
務
連
絡
す
る
こ
と
―

の
5
点
。

　
①
②
に
つ
い
て
は
、
福
山
副

理
事
長
か
ら
協
会
が
昨
年
末
に

実
施
し
た
「
初
・
再
診
料
に
関

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」
結
果
（
本

紙
3
面
参
照
）
に
基
づ
き
要
求

し
て
い
る
こ
と
を
説
明
。

　
21
年
4
月
の
薬
価
の
引
き
下

げ
で
4
3
0
0
億
円
、
医
療
費

ベ
ー
ス
で
1
％
程
度
の
引
き
下

げ
と
な
る
た
め
、
こ
の
分
は
診

療
報
酬
本
体
に
戻
す
よ
う
強
く

要
求
し
た
。
ま
た
、
中
医
協
資

料
に
よ
れ
ば
外
来
で
は
20
年
度

比
で
9
割
程
度
の
件
数
で
推
移

し
て
お
り
、
特
に
小
児
科
、
耳

鼻
咽
喉
科
は
多
く
の
月
で
8
割

を
下
回
っ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
。
少
な
く
と
も
臨
時
的
取
扱

い
で
導
入
さ
れ
た
加
算
を
恒
常

的
な
取
扱
い
と
す
べ
き
だ
と
要

望
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
厚
労
省
は

「
加
点
に
つ
い
て
、
年
度
後
半

の
取
扱
い
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
発
生
状
況
等
を

踏
ま
え
、
ま
た
単
純
延
長
す
る

こ
と
も
踏
ま
え
て
検
討
す
る
。

22
年
度
診
療
報
酬
改
定
の
議
論

は
感
染
症
の
状
況
等
を
踏
ま
え

て
今
後
検
討
し
た
い
」
と
回
答

し
た
。
協
会
か
ら
、
1
点
上
げ

る
だ
け
で
も
財
政
的
影
響
が
大

き
い
こ
と
は
理
解
し
て
い
る

が
、
厚
生
労
働
省
に
は
頑
張
っ

て
ほ
し
い
と
再
度
要
望
し
た
。

　
③
に
つ
い
て
は
、
吉
河
理
事

か
ら
依
然
と
し
て
調
剤
報
酬
の

調
剤
基
本
料
、
調
剤
料
と
の
格

差
が
大
き
す
ぎ
る
こ
と
を
指

摘
。
少
な
く
と
も
調
剤
技
術
基

本
料
だ
け
で
薬
剤
師
が
雇
え
る

く
ら
い
の
報
酬
を
設
定
し
て
ほ

し
い
と
要
望
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
厚
労
省
は

「
医
療
機
関
の
調
剤
業
務
に
つ

医
療
機
関
の
薬
剤
師
の
技
術
料
評
価

一
包
化
加
算
の
新
設
強
く
求
め
る

い
て
は
、
診
療
報
酬
全
体
の
議

論
の
中
で
必
要
な
対
応
を
検
討

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て

い
る
。
薬
局
に
は
初
・
再
診
料

の
基
本
料
が
な
く
、
調
剤
基
本

料
の
み
で
体
制
整
備
に
係
る
経

費
を
評
価
し
て
い
る
の
で
比
較

は
難
し
い
が
、
必
要
な
対
応
を

検
討
で
き
た
ら
と
考
え
て
い

る
」
と
回
答
し
た
。 （
2
面
へ
）

新代議員のみなさま

選挙公示   議長・副議長

厚労省交渉

ウェブで厚労省に要請する鈴木理事長（手前）ら
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面
）

初
・
再
診
料
改
善
求
め
る
調
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（
3
面
）

代
議
員
・
予
備
代
議
員
決
ま
る�

（
3
面
）

主な内容

◆自動車保険・火災保険

◆針刺し事故等
補償プラン

◆休業補償制度
（所得補償、傷害疾病保険）

◆医師賠償責任保険
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④
に
つ
い
て
は
、
吉
河
理
事

か
ら
自
院
で
の
一
包
化
に
関
す

る
経
費
を
報
告
。
機
材
料
だ
け

で
も
月
約
7
万
円
必
要
に
な
っ

て
お
り
、
機
材
料
だ
け
で
も
補

填
し
て
も
ら
い
た
い
。
服
薬
管

理
の
た
め
他
院
の
処
方
分
ま
で

自
院
で
改
め
て
一
包
化
す
る
場

合
も
あ
る
と
訴
え
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
厚
労
省
は

「
医
薬
分
業
を
進
め
る
中
で
、

薬
局
が
な
い
地
域
も
あ
る
の

で
、
釣
り
合
い
を
ど
う
し
て
い

く
か
今
後
検
討
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
回
答
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
協
会
か
ら

「
地
域
包
括
支
援
加
算
で
は
原

則
と
し
て
院
内
処
方
を
行
う
こ

と
が
算
定
要
件
。
近
年
こ
の
よ

う
な
条
件
の
改
定
が
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
医

薬
分
業
の
矛
盾
点
、
弊
害
も
考

え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
院
内
処
方
し
た
薬
剤
を
処

方
し
た
医
師
自
身
が
責
任
を

持
っ
て
管
理
す
る
こ
と
に
も
意

味
が
あ
る
」「
従
来
の
医
薬
分

業
と
は
違
う
流
れ
を
厚
生
労
働

省
が
認
め
て
、
か
か
り
つ
け
医

の
評
価
と
し
て
進
め
て
い
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
地
域
包
括

支
援
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場

合
は
多
剤
投
与
も
認
め
ら
れ
て

い
る
。
当
然
一
包
化
と
い
う
大

き
な
手
間
に
対
し
て
一
定
の
評

価
を
す
べ
き
」
と
指
摘
す
る

と
、
厚
労
省
側
も
一
瞬
回
答
に

窮
し
た
後
、「
地
域
包
括
支
援

加
算
等
の
取
扱
い
と
の
整
合
性

も
含
め
て
、
今
後
の
改
定
の
議

論
の
中
で
検
討
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
」
と
回
答
し
た
。
協
会

か
ら
は
「
全
医
療
機
関
に
対
し

て
一
度
実
態
を
調
査
し
て
ほ
し

い
」
と
要
請
。
厚
労
省
は
「
ご

意
見
を
踏
ま
え
、
今
後
ど
う
い

う
調
査
が
で
き
る
の
か
考
え
た

い
」
と
回
答
し
た
。

　
⑤
に
つ
い
て
厚
労
省
は
「
コ

ロ
ナ
禍
の
状
況
を
踏
ま
え
、
個

別
の
問
い
合
わ
せ
に
応
じ
て
、

電
子
通
信
機
器
等
を
用
い
た
媒

体
的
な
手
段
で
も
可
能
と
返
答

し
て
い
る
」
と
回
答
し
た
。
協

会
か
ら
は
「
周
知
徹
底
の
た
め

事
務
連
絡
を
発
出
し
て
ほ
し

（
1
面
か
ら
の
続
き
）

強
化
型
・
連
携
型
支
援
診
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

電
子
通
信
機
器
等
で
も
可
能

い
」
と
要
請
し
、
厚
労
省
は

「
検
討
し
た
い
」と
回
答
し
た
。

　
最
後
に
、
協
会
が
2
月
5
日

に
実
施
し
た
「
重
症
度
、
医

療
・
看
護
必
要
度
を
は
じ
め
と

し
た
経
過
措
置
の
再
延
長
等
を

求
め
る
緊
急
要
望
」
に
つ
い
て

中
医
協
で
議
論
さ
れ
、
3
月
10

日
に
再
延
長
が
事
務
連
絡
さ
れ

た
こ
と
に
対
し
て
感
謝
を
述
べ

た
。
厚
労
省
か
ら
は
「
現
場
の

診
療
を
頑
張
っ
て
い
る
医
療
機

関
の
方
々
の
サ
ポ
ー
ト
に
な
る

よ
う
な
取
組
が
で
き
れ
ば
と
考

え
て
い
る
。
引
き
続
き
ご
意
見

等
い
た
だ
き
た
い
」
と
の
返
答

が
あ
っ
た
。

　
同
要
望
書
は
首
相
、
財
務

相
、
厚
労
省
三
役
、
中
医
協
会

長
お
よ
び
委
員
、
衆
参
厚
労
委

員
に
も
送
付
し
て
改
善
を
要
請

し
た
。

　
協
会
は
2
月
6
日
、
綴
喜
医

師
会
と
の
懇
談
会
を
ウ
ェ
ブ
会

議
で
開
催
。
地
区
か
ら
6
人
、

協
会
か
ら
5
人
が
出
席
し
た
。

綴
喜
医
師
会
・
村
上
匡
孝
副
会

長
の
司
会
で
開
会
。
開
会
に
際

し
森
岡
稔
勝
会
長
は
、「
2
回

目
の
緊
急
事
態
宣
言
が
延
長
に

な
り
、
患
者
の
受
診
控
え
は
継

続
し
て
い
る
。
政
治
家
や
医
療

者
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
が
あ

る
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
1
年
を
過

ご
し
た
こ
と
で
毎
年
の
慣
例
事

項
の
変
え
る
べ
き
と
こ
ろ
を
示

唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て

い
る
」
と
あ
い
さ
つ
し
た
。
そ

の
後
、
協
会
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ

に
関
す
る
診
療
報
酬
の
臨
時
的

な
取
扱
い
、
医
療
提
供
体
制
を

話
題
提
供
し
、
綴
喜
医
師
会
か

ら
の
テ
ー
マ
と
し
て
オ
ン
ラ
イ

ン
診
療
、
医
療
機
関
に
お
け
る

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
導
入
に

関
し
て
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

　
国
が
推
し
進
め
る
オ
ン
ラ
イ

ン
診
療
に
関
し
て
地
区
か
ら
は

「
コ
ロ
ナ
禍
で
通
常
診
療
が
難

し
い
中
で
の
臨
時
的
な
オ
ン
ラ

イ
ン
診
療
は
意
義
が
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
な
し
崩
し
的

に
導
入
さ
れ
る
こ
と
を
懸
念
し

て
い
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
で

は
詳
し
い
診
察
も
で
き
な
い
、

安
易
に
診
断
す
る
こ
と
で
患
者

が
重
篤
な
病
気
に
な
る
危
険
性

も
あ
る
」と
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。

　
協
会
か
ら
は
「
離
島
や
へ
き

地
等
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診

療
、
デ
ジ
タ
ル
画
像
診
断
、
デ

ジ
タ
ル
病
理
診
断
は
有
効
と
考

え
て
い
る
。
協
会
は
医
療
の
デ

ジ
タ
ル
化
に
反
対
で
は
な
い
。

一
方
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
は

専
門
的
な
知
識
や
治
療
に
関
す

る
知
見
が
な
け
れ
ば
診
療
レ
ベ

ル
が
下
が
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
診

療
は
日
常
診
療
の
補
完
的
な
も

の
で
あ
り
、
代
替
に
は
な
ら
な

い
。
政
府
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

を
普
及
さ
せ
、
診
療
報
酬
を
低

く
抑
え
よ
う
と
す
る
意
図
も
あ

る
」
と
述
べ
た
。

　
3
月
か
ら
始
ま
っ
た
オ
ン
ラ

イ
ン
資
格
確
認
に
関
し
て
地
区

か
ら
は
「
国
は
資
格
確
認
も
オ

ン
ラ
イ
ン
化
を
進
め
よ
う
と
し

て
い
る
。
3
月
末
ま
で
に
申
請

す
れ
ば
補
助
金
が
出
る
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
流
れ
て
い

る
。
問
題
点
等
を
教
え
て
ほ
し

い
」
と
の
求
め
に
対
し
、
協
会

か
ら
は
「
オ
ン
ラ
イ
ン
で
資
格

で
多
額
の
医
療
費
を
支
払
わ
れ

る
方
に
と
っ
て
は
メ
リ
ッ
ト
で

は
な
い
か
。
最
近
で
は
、
銀
行

の
両
替
手
数
料
が
増
額
に
な
っ

て
い
る
。
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決

済
に
し
な
い
と
割
に
合
わ
な
い

こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
」

と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。
協
会

は
「
世
界
的
に
見
て
日
本
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
割
合

が
低
く
、
利
用
率
を
上
げ
た
い

考
え
が
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
感

染
対
策
と
し
て
一
気
に
進
め
た

い
思
惑
も
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の

利
用
料
は
、
高
け
れ
ば
10
％
。

大
病
院
や
自
費
診
療
が
多
い
医

療
機
関
の
利
便
性
は
高
い
か
も

し
れ
な
い
が
、
保
険
診
療
で
の

メ
リ
ッ
ト
は
少
な
い
の
で
は
な

い
か
」
と
述
べ
た
。

　
最
後
に
、
各
部
会
か
ら
の
情

報
提
供
、
会
員
か
ら
の
事
前
に

寄
せ
ら
れ
た
意
見
に
回
答
し
、

懇
談
会
を
終
了
し
た
。

確
認
を
行
い
資
格
喪
失

が
判
明
し
た
場
合
、
保

険
診
療
で
治
療
を
受
け

ら
れ
な
く
な
る
こ
と
を

考
え
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
補
助
金
の

全
額
補
助
は
3
月
末
ま

で
の
申
請
だ
が
、
補
助

金
の
申
請
自
体
は
2
0

2
3
年
3
月
31
日
ま

で
。
絶
対
に
今
年
の
3

　
協
会
は
2
月
20
日
、
左
京
医

師
会
と
の
懇
談
を
参
加
者
と
協

会
会
議
室
を
ウ
ェ
ブ
で
繋
い
て

開
催
。
地
区
か
ら
23
人
、
協
会

か
ら
5
人
が
出
席
し
た
。
懇
談

会
は
左
京
医
師
会
・
塩
見
聡
史

副
会
長
の
司
会
で
開
会
。
川
勝

秀
一
会
長
、
協
会
・
福
山
副
理

事
長
の
あ
い
さ
つ
の
後
、
①
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

に
よ
る
診
療
報
酬
上
の
臨
時
的

取
扱
い
②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
拡
大
で
見
直
し
が
迫
ら

れ
る
医
療
政
策
に
つ
い
て
の
説

明
③
各
部
会
か
ら
の
報
告
④
会

員
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
意
見
に
対

す
る
コ
メ
ン
ト
の
順
に
意
見
交

換
し
た
。

　
意
見
交
換
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
に
対
す
る
ワ
ク
チ
ン

接
種
が
中
心
に
な
っ
た
。
京
都

市
は
常
時
集
団
接
種
で
き
る
会

場
を
探
し
て
い
る
よ
う
だ
と
の

協
会
か
ら
の
情
報
提
供
を
受
け

て
、
地
区
か
ら
は
来
週
に
も
区

役
所
の
担
当
者
と
の
間
で
集
団

接
種
の
接
種
会
場
な
ど
住
民
向

け
の
接
種
に
つ
い
て
打
ち
合
わ

せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
の

回
答
が
あ
っ
た
。
個
別
接
種
に

つ
い
て
は
、
接
種
料
2
0
7
0

円
を
ど
う
考
え
る
か
に
つ
い
て

複
数
意
見
が
出
さ
れ
た
。
協
会

と
し
て
は
、
国
は
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
と
同
様
に
通
常

診
療
と
並
行
し
て
実
施
す
る
こ

と
を
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、

予
診
に
か
か
る
時
間
、
接
種
後

の
待
機
時
間
の
確
保
、
副
作
用

が
生
じ
た
場
合
の
対
応
等
を
考

え
る
と
2
0
7
0
円
で
は
少
な

い
。
現
実
的
に
は
日
・
祝
日
を

個
別
接
種
に
当
て
る
必
要
も
考

え
ら
れ
る
た
め
、
現
在
示
さ
れ

て
い
る
以
上
の
補
助
を
求
め
て

い
く
べ
き
と
考
え
て
い
る
―
等

を
述
べ
た
。
一
方
、
地
区
か
ら

は
、
府
は
中
学
校
区
を
基
準
と

し
て
や
り
た
い
よ
う
だ
が
、
校

区
に
よ
り
人
口
に
差
が
あ
り
、

高
野
、
下
鴨
、
洛
北
等
の
人
口

が
多
い
地
域
で
、
普
段
予
防
接

種
を
し
て
い
な
い
医
療
機
関
に

ど
こ
ま
で
対
応
し
て
も
ら
え
る

か
。
個
別
接
種
は
診
療
所
で
は

1
日
10
人
程
度
が
限
界
で
は
な

い
か
。
料
金
は
安
い
か
も
し
れ

な
い
が
、
財
源
が
な
い
た
め
仕

方
が
な
い
の
で
は
な
い
か
―
等

の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

　
ま
た
地
区
か
ら
、
重
大
な
副

作
用
が
出
た
場
合
の
補
償
制
度

に
つ
い
て
質
問
が
あ
っ
た
。
協

会
か
ら
、
し
か
る
べ
き
問
診
と

手
続
き
を
経
て
も
、
仮
に
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
ワ
ク
チ
ン

接
種
に
よ
る
副
反
応
で
死
亡
し

た
場
合
は
、
国
か
ら
4
4
2
0

万
円
の
死
亡
一
時
金
が
出
る
こ

と
を
紹
介
し
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
地
区
か
ら
死
亡
一
時
金
を

受
け
取
っ
た
上
で
、
家
族
等
が

医
療
機
関
の
対
応
に
対
し
て
訴

訟
を
起
こ
す
こ
と
は
想

定
さ
れ
な
い
か
、
そ
の

場
合
の
訴
訟
を
免
除
す

る
等
の
制
度
は
な
い
の

か
、
と
の
意
見
が
出
さ

れ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
は
地

区
か
ら
、
多
く
の
医
師

が
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

の
症
例
経
験
が
あ
ま
り

な
い
た
め
、
ど
う
い
う

状
態
が
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
か

判
断
す
る
の
も
難
し
く
、
挿
管

ま
で
は
で
き
な
い
。
エ
ピ
ネ
フ

リ
ン
を
注
射
し
、
安
静
に
さ
せ

て
救
急
車
を
待
つ
し
か
な
い

が
、
そ
う
い
う
手
順
を
マ
ニ
ュ

ア
ル
化
す
る
こ
と
、
必
ず
受
け

入
れ
て
く
れ
る
病
院
を
京
都

府
・
京
都
市
が
確
保
す
る
こ
と

が
必
要
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

　
こ
れ
ら
の
意
見
を
受
け
て
協

会
か
ら
、
救
急
救
命
の
現
場
に

い
た
医
師
以
外
で
ア
ナ
フ
ィ
ラ

キ
シ
ー
を
診
た
医
師
は
少
な

い
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
く
対

応
を
す
べ
き
で
あ
り
、
京
都
府

医
師
会
の
救
急
委
員
会
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
待
ち
た
い
。
病
床

確
保
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
協

会
と
し
て
も
働
き
か
け
た
い
と

返
答
し
た
。

　
そ
の
他
、
リ
ス
ク
の
あ
る
人

か
ら
接
種
の
判
断
を
か
か
り
つ

け
の
医
師
に
委
ね
ら
れ
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
か
と
の
危
惧

や
、
問
診
の
効
率
化
に
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
を
活
用
で
き
な
い

か
、
医
師
の
問
診
時
間
等
の
負

担
を
減
ら
す
た
め
の
方
策
等
に

つ
い
て
意
見
交
換
し
た
。

　
最
後
に
塩
見
副
会
長
が
あ
い

さ
つ
し
、
懇
談
会
を
終
了
し

た
。

月
末
ま
で
に
申
請
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
京

都
府
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
普
及
率
は
約
20
％
。
全
国
民

に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
押

し
付
け
る
国
の
姿
勢
は
非
常
に

問
題
と
考
え
て
い
る
」
と
述
べ

た
。

　
医
療
機
関
に
お
け
る
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
決
済
の
導
入
に
関
し

て
、
地
区
か
ら
は
「
病
院
な
ど

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
・
資
格
確
認
の
導
入
は
慎
重
に

綴
喜
医
師
会
と
懇
談

2
月
6
日
ﾠ
ウ
ェ
ブ
会
議

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
る
副
反
応
を
懸
念

左
京
医
師
会
と
懇
談

2
月
20
日
ﾠ
ウ
ェ
ブ
会
議

出
席
者
11
人
で
開
催
さ

れ
た
綴
喜
医
師
会
と
の

懇
談

出
席
者
28
人
で
開
催
さ

れ
た
左
京
医
師
会
と
の

懇
談

日　時  5月22日（土）
 午後 2 時～ 4 時
講　師 近畿大学病院安全管理部教授
 近畿大学医学部血液・膠原病内科教授

 　　　　　　　　辰巳 陽一 氏 

リモート
開催

医療施設における転倒・転落の
“今”をもう一度考える

医療安全講習会

お申込みはコチラから
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全
会
員
ア
ン
ケ
ー
ト

実
施
期
間
：
20
年
11
月
25
日
～
21
年
2
月
12
日

対
象
者
数
：
2
2
9
9 

回
収
数
：
2
4
0 

回
収
率
：
10
・
4
％

2
0
2
2
年
度
改
定
に
向
け
て
初
・
再
診

料
等
を
引
き
上
げ
る
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
の
た
め
、
医
療
機
関
の

外
来
に
お
い
て
、
防
護
具
の
必

要
性
や
、
動
線
の
確
保
、
待
機

ス
ペ
ー
ス
の
確
保
な
ど
の
対
応

が
迫
ら
れ
る
。
し
か
し
、
現
在

の
初
・
再
診
料
や
小
児
科
外
来

診
療
料
の
点
数
で
は
「
療
養
の

給
付
」
た
る
診
療
報
酬
点
数
と

し
て
全
く
不
足
し
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
初
・
再
診
料
、
小
児
科
外
来

診
療
料
な
ど
の
引
き
上
げ
を
求

め
、
①
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
、

全
て
の
外
来
に
お
い
て
不
足
し

て
い
る
感
染
症
対
策
の
費
用
②

評
価
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ

る
医
師
の
「
基
本
的
な
診
察
や

処
置
等
」
の
費
用
―
を
質
問
し

た
。

　
加
え
て
、
医
療
機
関
の
外
来

で
行
わ
れ
て
い
る
調
剤
技
術
の

評
価
の
向
上
を
目
指
し
て
、
③

外
来
薬
剤
師
の
配
置
に
関
す
る

加
算
④
院
内
投
薬
（
内
服
薬
）

を
一
包
化
し
た
場
合
の
加
算
―

に
つ
い
て
質
問
し
た
。

　
最
初
に
、
市
中
肺
炎
、
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
や
新
型
感
染
症
を

含
め
、
感
染
防
止
対
策
と
し
て

初
・
再
診
料
、
小
児
科
外
来
診

療
料
を
各
何
点
引
き
上
げ
る
べ

き
と
要
求
す
る
か
質
問
し
た
。

　
結
果
は
（
図
1
）（
図
2
）

（
図
3
）
の
通
り
だ
が
、
突
出

し
た
多
数
意
見
は
な
く
、
分
散

し
て
い
る
。

　
次
に
、
現
在
は
評
価
さ
れ
て

い
な
い
（
特
に
再
診
時
）
と
思

わ
れ
る
医
師
の
「
基
本
的
な
診

察
や
処
置
等
」
の
費
用
と
し

て
、
上
記
と
は
別
に
初
・
再
診

料
、
小
児
科
外
来
診
療
料
を
各

何
点
引
き
上
げ
る
べ
き
と
要
求

す
る
か
質
問
し
た
。

　
結
果
は
（
図
4
）（
図
5
）

（
図
6
）
の
通
り
だ
が
、
初
診

料
に
つ
い
て
は
10
〜
20
点
が
一

番
多
く
36
％
で
あ
っ
た
。
再
診

料
、
小
児
科
外
来
診
療
料
で
は

突
出
し
た
多
数
意
見
は
な
く
、

分
散
し
て
い
る
。

　
欄
外
に
「
初
再
診
料
に
含
ま

れ
る
血
圧
測
定
等
を
別
途
算
定

可
に
す
れ
ば
と
存
じ
ま
す
（
昔

点
数
あ
り
ま
し
た
）」「（
再
診

料
）
1
0
0
点
ほ
し
い
」「
小

児
科
外
来
診
療
料
1
0
0
点
以

上
の
引
き
上
げ
」「
問
診
時
間

加
算
（
10
分
間
超
の
時
）
10
点

加
算
は
検
討
」
と
の
意
見
が

あ
っ
た
。

　
一
方
で
、「
C
O
V
I
D
―
19

関
連
で
政
府
が
予
算
を
多
く

使
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
ま
ま

で
良
い
」「
一
律
の
引
き
上
げ

は
不
要
。
診
療
科
に
よ
っ
て
違

う
」
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。

　
次
に
、
院
内
投
薬
を
行
う
会

員
を
対
象
に
、
入
院
外
の
調
剤

技
術
基
本
料
に
つ
い
て
、
算
定

要
件
（
常
勤
薬
剤
師
勤
務
）
を

満
た
し
て
算
定
す
る
た
め
に
、

何
点
引
き
上
げ
る
べ
き
と
要
求

す
る
か
質
問
し
た
。

　
結
果
は
回
答
数
1
2
7
人

で
、
平
均
値
は
17
点
、
中
央
値

は
10
点
、
最
小
値
0
点
、
最
大

値
1
0
0
点
で
あ
っ
た
。
欄
外

に
「
当
然
、
調
剤
薬
局
と
同
じ

点
数
で
あ
る
べ
き
」
と
の
記
載

が
あ
っ
た
。

　
次
に
、
院
内
投
薬
を
行
う
会

員
を
対
象
に
、
院
内
投
薬
の
た

め
の
分
包
機
を
所
有
し
て
い
る

か
質
問
し
た
。

　
結
果
は
（
図
7
）
の
通
り

で
、
6
割
（
回
答
者
数
90
人
）

が
所
有
し
て
い
る
と
回
答
し
た
。

　
所
有
し
て
い
る
会
員
に
稼
働

率
を
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
率

（
回
答
者
78
人
）
で
は
平
均
で

30
％
、
中
央
値
で
20
％
、
数

（
回
答
者
23
人
）
で
は
平
均
値

1
6
2
件
、
中
央
値
15
件
で

あ
っ
た
（
平
均
値
と
中
央
値
の

隔
た
り
は
病
院
か
ら
回
答
が
一

件
あ
っ
た
た
め
）。

　
最
後
に
、
協
会
は
一
包
化
に

対
す
る
点
数
を
新
設
す
べ
き
と

考
え
る
が
、
何
点
を
要
求
す
る

か
と
質
問
し
た
。
結
果
は
（
図

8
）の
通
り
だ
が「
調
剤
報
酬
と

同
じ
点
数
と
す
べ
き
」
を
約
8

割
が
求
め
て
い
る
（
回
答
者
数

90
人
）。こ
う
い
う
点
数
に
す
べ

き
だ
と
回
答
し
た
方
の
意
見
で

は
、
7
点
〜
1
5
0
点
で
設
定

し
て
ほ
し
い
と
書
か
れ
て
い
た
。

　
な
お
、
欄
外
に
「
調
剤
薬
局

の
調
剤
料
が
医
師
の
再
診
料
よ

り
高
い
の
は
お
か
し
い
。
時
間

を
か
け
て
診
療
し
て
い
る
の
に

評
価
が
低
い
」
と
の
意
見
が
記

載
さ
れ
て
い
た
。

入
院
外
の
調
剤
技
術
基
本
料

引
き
上
げ
を

地区 議席 代議員 予備代議員
北 １ 竹 中 信 也 角 田 裕 明

２ 余　　みんてつ 松 波 達 也
３ 小 仲 良 平 浅 野 純 志

上　京
東　部

４ 前 田 正 明 岩 井 眞 樹
５ 小 林 雅 夫 上 羽　　 毅
６ 任　　 書 熹 菅 野 達 也

西　陣 ７ 上 林 政 司 田 中　　 誠
８ 梶 山　　 登 大　垣　紀美子
９ 水 谷 正 太 竹之内　　　剛
10 吉 岡 幹 博 大 澤　　 学

中　京
東　部

11 玉 垣 俊 幸 中 井　　 茂
12 安 野 哲 也 俵　　 良 裕
13 高 岡　　 隆 柿 原　　 健

中　京
西　部

14 島 津 恒 敏 宮 﨑 忠 芳
15 白 川 喜 一 松 野 博 行
16 松 尾　　 敏 任　　 書 楷
17 正 木　　 淳 杉 本 浩 造

下　京
東　部

18 深 江 英 一 木 谷 輝 夫
19 前 田 眞 里 小 畑 寛 純
20 粟 野 雄 大 岸 本 和 隆

下　京
西　部

21 山 本 昭 郎 森 居　　 純
22 横 江 信 義 岡 林 秀 興
23 安 田 雄 司 青 木　　 淳
24 関 沢 敏 弘 檜 垣　　 正
25 中 野 昌 彦 和 歌 信 彦

地区 議席 代議員 予備代議員
左　京 26 佐 藤 文 彦 赤 木 太 郎

27 原 山 憲 治 西 尾 佳 子
28 山 際 哲 夫 三 嶋 隆 之
29 川 勝 秀 一 米 田 武 史
30 出木谷　　　寛 塩 見 聡 史
31 小 林　　 充 藤 田 寧 子
32 柴 田 修 宏 田 原 正 夫

右　京 33 田 代　　 博 小 松 建 次
34 斉 藤 憲 治 黒 川 能 孝
35 高 島 啓 文 渡 辺 全 夫
36 松 原 為 人 柏 木 智 博
37 斎 藤 隆 道 矢 間 博 善
38 池 田 一 博 四 方 典 裕

西　京 39 松 崎 恒 一 石 田　　 章
40 植 松 靖 之 福 本 和 生
41 矢 野 信 吾 土　井　たかし
42 今 井 史 朗 酒 井　　 亮

東　山 43 岩 﨑　　 淳 後 藤 武 近
44 原 田 剛 史 手 越 久 敬

山　科 45 澤　　 美 彦 鈴 木　　 学
46 片 岡 正 人 榎 堀　　 徹
47 安 井　　 仁 髙 須 雅 史
48 戎 井 浩 二 水 野 朝 之

伏　見 49 藤 森 千 尋 中 山 治 樹
50 佐々木　善　二 辻　　 一 弥

地区 議席 代議員 予備代議員
伏　見 51 坂 東 一 彦 辻　　　 光

52 松 本 恒 司 髙　　　謙一郎
53 吉 田 昭 和 松 山 南 律
54 黒 田　　 紀 西 村 康 孝
55 伊　藤　あゆ子 谷 口 洋 子
56 木 村 文 昭 藤 田 明 子

乙　訓 57 下 尾 和 敏 馬 本 郁 男
58 斉ノ内　良　平 胡　　 興 柏
59 大 林 和 彦 岩 見 達 也
60 梅 山　　 信 繁 本 俊 哉

宇　治
久　世

61 松 田 泰 正 伊勢村　卓　司
62 梅 川 常 和 幸 道 直 樹
63 秋 岡 潤 子 松 井 英 司
64 増 井　　 明 石 原 由 理
65 田 村 晃 浩 河 本 浩 栄
66 西 尾 敏 弘 大 嶋 章 裕
67 芝 野 忠 寿 大 原　　 亮

綴　喜 68 安　田　美希生 芳 野 二 郎
69 村 上 匡 孝 玉 垣 綾 子
70 森 岡 稔 勝 大 東 弘 明

相 楽 71 飯 田 泰 啓 山 本 浩 二
72 平 田 真 人 松 森 篤 史
73 下 里 豪 俊 岡 田 有 史

亀　岡 74 佐 藤 英 夫 阿 部　　 登
75 瀬 尾　　 博 平 岡　　 聡

船　井 76 佐 藤 史 朗 廣 野 良 定
77 高 屋 和 志 玄 野 昌 実

綾　部 78 玉 木 千 里 野 間 俊 二
福知山 79 古 村 俊 人 渡 邉　　 正

80 古 木 勝 也 小 山 尚 志
舞　鶴 81 指 宿 昌 彦 田 中 寛 之

82 隅 山 充 樹 黒 田 友 基
与　謝 83 岡 所 明 良 佐 藤 昌 平

84 伊 藤 邦 彦 日 置 潤 也
北 丹 85 瀬 古　　 敬 上 田　　 誠

　京都府保険医協会の代議員・予備代議員の任期満了に伴う選挙を行いましたところ、全地区とも立候補者は
定数以内でしたので、京都府保険医協会選挙規定第２章第31条により、無投票当選と決定しました。任期は
2021年５月１日より23年４月30日までの２年間。 （敬称略）

代議員・予備代議員決まる21－22
年度

図 1　【初診料】288点から
10点未満
10％

10～20点
35％

21～30点
　　23％

31～40点
　　10％

41点以上
　　22％

感染防止対策として初・再診料
等の点数の引き上げ要求

基本的な診察や処置等の点数の
引き上げ要求

図 2　【再診料】74点から
5点未満
7％
5～10点
28％

10～20点
25％

21～30点
　　16％

31点以上
　　23％

図 3　【小児科外来診療料】
10点未満
10％
10～20点
21％

21～30点
23％

31～40点
　　23％

41点以上
　　23％

図 4　【初診料】288点から
10点未満
16％

10～20点
36％

21～30点
　　21％

31～40点
　　  7％

41点以上
　　19％

図 5　【再診料】74点から
5点未満
13％

5～10点
26％

10～20点
　　26％

21～30点
　　15％

31点以上
　　19％

図 6　【小児科外来診療料】
10点未満
12％
10～20点
21％
21～30点
24％

31～40点
　　21％

41点以上
　　21％

図 7　院内投薬のための分包機の所有

所有して
いる
61％

所有して
いない
　　39％

図 8　一包化に対する点数の新設要求

調剤薬局の
調剤報酬と
同じ点数と
すべき
81％

こういう
点数にす
べきだ
　　 9％

分からない
　　 　9％

不要だ  1％
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（図表）新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その39）のフロー
（2021年３月26日厚生労働省保険局医療課事務連絡、2021年（令和３年）９月末日までの取扱い）

コ
ロ
ナ
禍
で
も
変
わ
ら
な
い
抑
制
政
策

 

医
療
政
策
セ
ミ
ナ
ー
で
解
説

　
協
会
は
3
月
25
日
、「
医
療
制
度
改
革
」
を
テ
ー
マ
に

医
療
政
策
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
た
。
本
セ
ミ
ナ
ー
は
病
院

幹
部
向
け
に
不
定
期
で
開
催
す
る
も
の
で
、
今
回
は
ネ
ッ

ト
配
信
の
み
行
っ
た
。
セ
ミ
ナ
ー
に
は
、
病
院
を
中
心
に

23
医
療
機
関
が
接
続
、
参
加
し
た
。

　
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
協
会
事
務

局
が
「
新
型
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い

て
進
め
ら
れ
る
医
療
制
度
改

革
」
と
題
し
て
解
説
。
今
国
会

（
第
2
0
4
通
常
国
会
）
に
提

出
さ
れ
て
い
る
2
本
の
医
療
制

度
関
連
法
案
の
内
容
と
そ
の
狙

い
を
紹
介
し
た
。

　
こ
れ
ら
法
案
は
「
全
世
代
型

社
会
保
障
検
討
会
議
」
が
ま
と

め
た
報
告
書
に
基
づ
い
て
お

り
、
健
保
法
等
改
革
法
案
で

は
、
傷
病
手
当
金
の
支
給
期
間

の
通
算
化
等
「
改
善
」
と
言
え

る
点
も
あ
る
一
方
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
2
割
負
担
導
入

等
医
療
保
障
の
観
点
か
ら
看
過

で
き
な
い
内
容
が
あ
る
。
ま
た

医
療
法
等
改
革
法
案
で
は
、
①

医
師
の
働
き
方
改
革
の
推
進
②

地
域
医
療
構
想
の
推
進
③
外
来

医
療
の
機
能
分
化
―
が
三
つ
の

柱
と
し
た
う
え
で
、
病
院
と
有

床
診
療
所
を
対
象
に
導
入
さ
れ

る
外
来
機
能
報
告
に
つ
い
て

は
、
無
床
診
療
所
に
つ
い
て
も

義
務
化
さ
れ
る
の
も
時
間
の
問

題
と
指
摘
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
を
経
て
も
な
お

変
わ
ら
な
い
医
療
費
抑
制
政
策

の
転
換
が
必
要
と
訴
え
た
。

　
ま
た
、
3
月
10
日
の
中
医
協

で
確
認
さ
れ
た
施
設
基
準
経
過

措
置
期
限
の
延
長
や
、
直
近
で

厚
生
労
働
省
か
ら
示
さ
れ
た
個

別
指
導
や
適
時
調
査
に
係
る
資

料
等
の
内
容
を
示
し
、
参
加
者

と
共
有
し
た
。

　
協
会
で
は
今
後
も
時
宜
に
応

じ
た
テ
ー
マ
で
幹
部
職
員
向
け

セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
て
い
く
の

で
、
そ
の
際
に
は
ぜ
ひ
ご
参
加

い
た
だ
き
た
い
。

 

（
関
連
6
面
）

「コロナの臨時的取扱い（その39）」を発出
　
厚
生
労
働
省
保
険
局
医
療
課

は
3
月
26
日
、「
新
型
コ
ロ
ナ

施設基準の経過措置再延長
報告手順や様式などを示す

厚 

労 

省

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
診
療

報
酬
上
の
臨
時
的
な
取
扱
い
に

つ
い
て
（
そ
の
39
）」
を
発
出
。

①
基
本
診
療
料
お
よ
び
特
掲
診

療
料
の
施
設
基
準
に
お
け
る
手

術
の
実
績
件
数
等
の
患
者
お
よ

び
利
用
者
の
診
療
実
績
等
に
係

る
要
件
（
実
績
要
件
）
の
う

ち
、
1
年
間
の
実
績
を
求
め
る

も
の
②
重
症
度
、
医
療
・
看
護

必
要
度
該
当
患
者
割
合
等
2
0

2
0
（
令
和
2
）
年
度
診
療
報

酬
改
定
で
「
経
過
措
置
」
が
設

け
ら
れ
た
施
設
基
準
―
の
取
扱

い
を
明
ら
か
に
し
た
。 

　
①
手
術
の
実
績
件
数
等
の
患

者
お
よ
び
利
用
者
の
診
療
実
績

等
に
係
る
要
件
（
以
下
「
実
績

要
件
」）
の
う
ち
、
1
年
間
の

実
績
を
求
め
る
も
の
に
つ
い
て

は
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
係
る
診
療
報
酬
上
の

臨
時
的
な
取
扱
い
に
つ
い
て

（
そ
の
26
）」（
2
0
2
0
（
令

和
2
）
年
8
月
31
日
厚
生
労
働

省
保
険
局
医
療
課
事
務
連
絡
）

の
取
扱
い
を
し
た
上
で
な
お
、

実
績
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合

に
、
2
0
2
1（
令
和
3
）
年

9
月
30
日
ま
で
の
間
（
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
病
床

を
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
保
険

医
療
機
関
に
お
い
て
は
、
2
0

2
2
（
令
和
4
）
年
3
月
31
日

ま
で
の
間
）、
2
0
1
9
（
令

和
元
（
平
成
31
））
年
の
実
績

（
年
度
の
実
績
を
求
め
る
も
の

に
つ
い
て
は
2
0
1
9
（
令

和
元
（
平
成
31
））
年
度
の
実

績
）
を
用
い
て
も
差
し
支
え
な

い
と
し
た
。

　
ま
た
こ
の
場
合
、
当
該
実
績

要
件
に
つ
い
て
各
月
の
実
績
の

記
録
を
求
め
る
と
と
も
に
、
別

紙
様
式
（
医
療
機
関
の
場
合
は

「
様
式
1 -

1
」）
を
用
い
て
厚

生
局
に
報
告
が
必
要
と
し
た
。

　
②
重
症
度
、
医
療
・
看
護
必

要
度
該
当
患
者
割
合
等
2
0
2

0
（
令
和
2
）
年
度
診
療
報
酬

改
定
で
「
経
過
措
置
」
が
設
け

ら
れ
た
施
設
基
準
に
つ
い
て

は
、
そ
の
経
過
措
置
を
2
0
2

1
（
令
和
3
）
年
9
月
30
日
ま

で
延
長
す
る
と
し
た
う
え
で
、

2
0
2
0
（
令
和
2
）
年
度
診

療
報
酬
改
定
後
の
新
基
準
が
2

0
2
1
（
令
和
3
）
年
4
月
以

降
に
適
用
さ
れ
た
場
合
に
、
当

該
要
件
を
満
た
せ
な
く
な
る
こ

と
と
な
る
医
療
機
関
は
、「
様

式
2
」
を
用
い
て
厚
生
局
に
報

告
が
必
要
と
し
た
。

　
上
記
①
「
様
式
1 -

1
」
お

よ
び
②
「
様
式
2
」
の
厚
生
局

へ
の
報
告
時
期
に
つ
い
て
は
、

当
該
医
療
機
関
に
お
け
る
当
該

臨
時
的
取
扱
い
の
開
始
時
期
に

よ
り
、
4
月
の
場
合
は
4
月
30

日
、
6
月
30
日
お
よ
び
9
月
30

日
、
5
月
ま
た
は
6
月
の
場
合

は
6
月
30
日
お
よ
び
9
月
30

日
、
7
月
ま
た
は
8
月
の
場
合

は
9
月
30
日
と
し
て
い
る
。
各

期
限
ま
で
に
報
告
が
間
に
合
わ

な
い
場
合
は
、
事
前
に
厚
生
局

に
相
談
す
る
よ
う
求
め
て
い

る
。 

　
当
該
取
扱
い
の
手
順
を
フ

ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
（
図
表
）
に
ま

と
め
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

ま
た
報
告
様
式
に
つ
い
て
は
、

協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ト
ッ
プ

ペ
ー
ジ
、
新
着
情
報
欄
よ
り
ご

確
認
い
た
だ
け
る
。
Ｕ
Ｒ
Ｌ

は
、
フ
ロ
ー
図
内
に
記
載
し
た

通
り
。

① 手術の実績件数等の患者および利用者の診療実績等に係る要件のうち、１年間の実績を求めるもの

② 重症度、医療・看護必要度該当患者割合等2020年度（令和２年度）診療報酬改定で「経過措置」が設けられた施設基準

１年間の
実績要件

改定後の
新基準による
要件

要件を満たす

満たす
算定継続

（遅くとも10月には
再届出予定）

満たさない
算定継続

（９月末まで）
（予定）

「様式２」を
厚生局に提出 ※３

算定継続

現在、
「対象医療機関等」※１
である

算定継続

上記ア、イでも
満たさない

2019年度（令和元
年度）の実績で要
件を満たす

算定継続（９月末まで、新
型コロナ病床割り当て医療
機関 ※２は、2022年（令和４
年）３月末まで）（予定）

以下ア、イを実施
ア　 各月の実績を記録
する

イ　 「様式１‒１」を厚
生局に提出 ※３

次のいずれかの方法で実績要件を満たす
ア　「対象医療機関等」※１ 該当していた期間を控除し、同等の期間を遡及
イ　 「対象医療機関等」※１ 該当していた期間は、当該期間の実績値の代わりに、

実績対象期間から対象医療機関等に該当する期間を除いた期間の平均値を
用いる現在、

「対象医療機関等」※１
でない

算定継続要件を
満たさない

※２　 都道府県から新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者の受入病床を割り当て
られた重点医療機関、協力医療機関その他の医療機関

※３　厚生局への提出（報告）時期
2021年（令和３年） ４月から取扱い → ４月30日、６月30日、９月30日
　　　　〃 ５月から取扱い → ６月30日、９月30日
　　　　〃 ６月から取扱い → ６月30日、９月30日
　　　　〃 ７月から取扱い → ９月30日
　　　　〃 ８月から取扱い → ９月30日

※４　 提出（報告）した様式からの情報を基に10月以降の対応を厚労省、中医協が検
討予定。

 （厚労省事務連絡をもとに京都府保険医協会が作成）

※１　「対象医療機関等」次のいずれかに該当する（当該期間を含む暦月単位）
ア　 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等（新型コロナワクチン接種医療機関、新型コ

ロナ回復後引き続き入院が必要な患者受入れ医療機関含む）
イ　アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等
ウ　学校等の臨時休業に伴い、職員の勤務が困難となった保険医療機関等
エ　新型コロナウイルス感染症に感染しまたは濃厚接触者となり出勤ができない職員が在籍する保険医療機関等
オ　緊急事態宣言において緊急事態措置を実施すべきとされた期間中における全ての保険医療機関等

報告様式はこちらから
ご確認いただけます
healthnet.jp/
informations/30930/

2 0 2 1 年 (令和 3年) 4 月 1 0 日第 3 0 9 5 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 4 )毎月10日･25日発行



　
協
会
は
4
月
1
日
、
京
都
市
持
続
可
能
な
行
財
政
審

議
会
が
京
都
市
に
答
申
を
提
出
し
た
こ
と
に
つ
い
て
副

理
事
長
談
話
「
京
都
市
の
福
祉
施
策
見
直
し
は
再
考

を
」
を
発
表
し
た
。

　
京
都
市
持
続
可
能
な
行
財
政

審
議
会
（
会
長
＝
小
西
砂
千

夫
・
関
西
学
院
大
教
授
）
は
、

京
都
市
の
財
政
運
営
が
危
機
的

な
状
況
に
あ
り
、「
こ
の
ま
ま

で
は
公
債
償
還
基
金
が
枯
渇

し
、
財
政
再
生
団
体
と
な
る
お

そ
れ
が
あ
る
」
と
し
て
歳
入
・

歳
出
両
面
の
改
革
を
京
都
市
に

促
す
答
申
を
3
月
23
日
に
提
出

し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
市
は
行

財
政
改
革
計
画
を
策
定
す
る
と

い
う
。

　
答
申
は
、
財
源
不
足
の
補
て

ん
の
た
め
に
行
っ
て
き
た
公
債

償
還
基
金
の
計
画
外
の
取
り
崩

し
な
ど
将
来
世
代
へ
の
負
担
の

先
送
り
と
い
う
「
禁
じ
手
」
へ

車
証
制
度
②
国
民
健
康
保
険
事

業
へ
の
独
自
の
財
政
支
援
（
低

所
得
者
の
保
険
料
軽
減
の
た
め

の
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
）
③

学
童
う
歯
対
策
（
小
学
生
の
む

し
歯
治
療
無
料
制
度
）
④
被
災

者
住
宅
再
建
支
援
制
度
で
あ

る
。 

　
学
童
う
歯
対
策
事
業
の
議
論

を
み
て
も
、「
衛
生
環
境
が
改

善
」
し
た
か
ら
役
割
を
終
え
た

と
し
て
他
都
市
の
水
準
に
抑
え

る
べ
き
だ
と
言
う
ば
か
り
で
、

な
ぜ
京
都
市
で
先
進
的
に
取
り

組
ま
れ
て
、
廃
止
し
た
場
合
に

ど
れ
だ
け
の
影
響
が
あ
る
か
の

評
価
が
十
分
で
な
い
。
子
ど
も

医
療
京
都
ネ
ッ
ト
が
実
施
し
た

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、「
経

済
的
に
厳
し
い
家
庭
ほ
ど
歯
磨

き
や
む
し
歯
ま
で
、
お
金
も
時

間
も
か
け
ら
れ
な
い
実
感
が
あ

る
。
小
学
生
で
は
な
か
な
か
意

識
が
け
も
難
し
く
、
む
し
歯
治

療
が
無
料
で
な
い
と
口
腔
崩
壊

の
児
童
も
増
え
る
と
思
う
」
と

い
っ
た
声
が
多
数
上
が
っ
て
お

り
、
94
％
が
「
廃
止
し
な
い
で

ほ
し
い
」
と
答
え
て
い
る
。
財

政
的
観
点
か
ら
の
み
制
度
を
止

め
て
し
ま
え
ば
、
こ
う
し
た
声

を
拾
い
上
げ
る
こ
と
さ
え
で
き

な
く
な
る
こ
と
を
懸
念
す
る
。

　
過
去
に
、
私
た
ち
が
強
く
反

対
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
京
都

市
が
縮
小
さ
せ
た
サ
ー
ビ
ス
に

つ
い
て
、「
保
健
所
再
編
統
合
」

は
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
そ
の
適

否
の
議
論
が
再
燃
し
た
稀
有
な

例
で
あ
る
が
、
京
都
市
身
体
障

害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ

ン
タ
ー
附
属
病
院
廃
止
は
そ
の

後
の
患
者
の
動
き
な
ど
検
証
さ

え
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
の
で
は

な
い
か
。
結
果
、
市
民
生
活
が

切
り
捨
て
ら
れ
、
暮
ら
し
や
健

康
の
困
難
が
埋
没
し
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
。
一
つ
ひ
と
つ
の

制
度
に
つ
い
て
不
断
の
見
直
し

を
図
る
こ
と
は
否
定
し
な
い

が
、
過
去
の
検
証
も
し
つ
つ
複

眼
的
に
考
察
し
な
い
と
方
針
を

見
誤
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
う
し
た
市
民
サ
ー
ビ
ス
の

後
退
に
危
惧
を
抱
き
、
今
回
多

く
の
市
民
団
体
が
声
を
あ
げ

た
。
そ
の
結
果
、
答
申
の
最
終

段
階
で
「
市
民
生
活
が
ど
う
変

わ
る
か
と
い
う
視
点
も
重
要
」

「
子
ど
も
の
貧
困
や
高
齢
者
の

生
活
困
窮
…
に
は
徹
底
的
に
寄

り
添
う
必
要
」「
コ
ロ
ナ
禍
が

収
束
す
る
ま
で
の
間
、
社
会
的

弱
者
に
対
す
る
施
策
の
見
直
し

は
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て

の
機
能
に
十
分
配
慮
」
な
ど
が

審
議
会
の
意
見
と
し
て
一
定
の

や
観
光
に
傾
注
し
過
ぎ
て
こ
な

か
っ
た
か
。
コ
ロ
ナ
禍
で
改
め

て
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
市

民
に
と
っ
て
住
み
や
す
い
魅
力

あ
る
ま
ち
に
す
る
に
は
ど
う
し

た
ら
い
い
か
、
そ
れ
が
税
収
の

安
定
に
も
つ
な
が
る
道
で
も
あ

る
。

　
例
え
ば
、「
子
育
て
環
境
日

本
一
」
を
京
都
市
は
謳
う
が
、

子
ど
も
医
療
費
支
給
制
度
の
現

況
は
ど
う
か
。「
他
都
市
と
比

べ
て
高
い
水
準
の
市
民
サ
ー
ビ

ス
を
維
持
し
て
き
た
が
、
そ
の

こ
と
が
必
ず
し
も
子
育
て
世
代

が
京
都
に
住
む
と
い
う
こ
と
に

つ
な
が
っ
て
い
な
い
」
と
の
審

議
会
意
見
も
紹
介
さ
れ
て
い
る

が
、
当
然
で
あ
る
。
外
来
3
歳

以
上
月
1
5
0
0
円
負
担
と
い

う
の
は
、
府
内
で
最
低
レ
ベ
ル

で
あ
り
、
他
都
市
と
比
べ
て
も

相
当
に
見
劣
り
す
る
レ
ベ
ル

だ
。
少
な
く
と
も
就
学
前
ま
で

2
0
0
円
負
担
を
拡
大
し
な
い

と
、
小
学
生
の
う
歯
制
度
に
つ

な
げ
る
ま
で
に
空
白
期
間
（
こ

の
間
に
口
腔
崩
壊
と
な
っ
て
は

元
も
子
も
な
い
）
が
生
じ
、
と

て
も
一
貫
し
た
制
度
設
計
と
は

い
え
な
い
。
京
都
市
に
は
切
捨

て
一
辺
倒
で
な
く
、
市
民
目
線

で
一
層
の
知
恵
を
絞
っ
て
い
た

だ
く
よ
う
求
め
た
い
。

の
依
存
を
解
消
し
財

政
構
造
を
改
善
し
て

い
く
必
要
を
説
き
、

社
会
福
祉
施
策
の
見

直
し
や
人
件
費
総
額

の
縮
減
な
ど
を
盛
り

込
ん
だ
。
歳
入
面
で

は
、
地
方
交
付
税
の
必
要
額
確

保
を
国
に
要
望
す
る
こ
と
や
税

収
増
加
に
つ
な
げ
る
ま
ち
づ
く

り
も
盛
り
込
む
が
、
実
現
具
体

性
か
ら
い
う
と
、
歳
出
面
で
の

削
減
改
革
が
前
面
に
で
ざ
る
を

得
な
い
。

　
社
会
福
祉
施
策
で
今
回
狙
い

撃
ち
さ
れ
た
の
は
、
①
敬
老
乗

配
慮
が
追
記
さ
れ
た
。

　

求
め
ら
れ
る
の

は
、
ど
の
よ
う
な
京

都
市
を
目
指
す
か
の

全
体
構
想
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
あ
ま
り
に

大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　
協
会
の
飯
田
哲
夫
理
事
が
呼

び
か
け
人
の
一
人
と
な
り
、
実

行
委
員
会
に
参
加
し
て
い
る

「
バ
イ
バ
イ
原
発
き
ょ
う
と
」

の
集
会
が
、
3
月
6
日
に
円
山

野
外
音
楽
堂
で
開
催
さ
れ
た
。

20
年
3
月
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
流
行
拡
大
の
た

め
、
や
む
な
く
集
会
は
中
止
。

実
行
委
員
会
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
動
画
配
信
す
る
の
み
と

な
っ
た
が
、
21
年
は
新
型
コ
ロ

ナ
対
策
を
実
施
。
収
容
人
数
を

半
数
以
下
と
し
、
受
付
で
の
検

温
、
手
指
消
毒
の
徹
底
、
間
隔

を
空
け
た
着
席
を
お
願
い
し
て

の
集
会
開
催
と
な
っ
た
。

　
集
会
で
は
、
福
島
原
発
告
訴

団
団
長
の
武
藤
類
子
氏
が
「
福

島
原
発
の
責
任
を
誰
が
と
る
の

か
」
と
題
し
て
講
演
。
福
島
の

現
状
や
裁
判
の
状
況
、
汚
染
土

や
被
ば
く
の
問
題
を
7
項
目
に

分
け
て
わ
か
り
や
す
く
語
り
、

「
未
来
の
世
代
に
向
け
て
何
が

で
き
る
の
か
。
原
発
事
故
を
経

験
し
た
1
人
の
大
人
と
し
て
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
環
境

を
守
り
、
存
続
さ
せ
る
努
力
を

し
て
い
こ
う
」と
呼
び
か
け
た
。 　

続
く
ス
ピ
ー
チ
で
は
4
人
が

登
壇
。
原
発
賠
償
京
都
訴
訟
団

原
告
の
萩
原
ゆ
き
み
氏
は
避
難

し
て
き
た
子
ど
も
た
ち
に
不
登

校
や
引
き
こ
も
り
の
問
題
が
発

生
し
て
い
る
こ
と
を
報
告
。
そ

う
い
っ
た
中
で
も
何
と
か
懸
命

に
希
望
を
見
出
し
て
い
き
た
い

と
述
べ
た
。
若
狭
の
原
発
を
考

え
る
会
の
橋
田
秀
美
氏
は
老
朽

原
発
問
題
に
言
及
。
何
度
も
何

度
も
引
き
延
ば
さ
れ
る
稼
働
年

数
に
憤
り
を
覚
え
る
と
述
べ
、

再
稼
働
を
阻
止
し
よ
う
と
訴
え

た
。
日
本
科
学
者
会
議
京
都
支

部
の
市
川
章
人
氏
は
自
治
体
が

作
成
す
る
避
難
計
画
の
問
題
に

つ
い
て
、
安
定
ヨ
ウ
素
剤
の
配

布
中
止
や
屋
内
退
避
は
放
射
能

平
で
平
和
な
社
会
に
移
行
す
る

こ
と
が
私
た
ち
の
目
指
す
脱
炭

素
だ
と
語
っ
た
。

　
決
議
で
は
、
▽
福
島
原
発
事

の
避
難
基
本
か
ら

外
れ
て
い
る
こ
と

な
ど
の
問
題
点
を

挙
げ
、「
自
治
体

は
主
体
的
に
調
査

と
検
証
を
」
と
述

べ
た
。
気
候
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
延
藤

裕
之
氏
は
脱
炭
素

社
会
に
向
け
た
エ

ネ
ル
ギ
ー
政
策
と

し
て
、
適
切
な
エ

ネ
ル
ギ
ー
計
画
が

導
入
さ
れ
省
エ
ネ

や
再
エ
ネ
が
当
た

り
前
に
な
り
、

も
っ
と
豊
か
で
公

故
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
暮
ら

し
・
健
康
・
環
境
・
地
域
社
会

を
国
と
東
京
電
力
に
償
わ
せ
よ

う
▽
東
京
電
力
刑
事
裁
判
、
東

京
高
裁
で
勝
利
し
、
福
島
原
発

事
故
の
刑
事
責
任
を
東
電
旧
経

営
陣
に
と
ら
せ
よ
う
▽
原
発
マ

ネ
ー
不
正
還
流
を
引
き
起
こ
し

た
関
西
電
力
に
原
発
を
運
転
す

る
資
格
は
あ
り
ま
せ
ん
▽
地
震

列
島
・
日
本
、
高
浜
原
発
な
ど

の
老
朽
原
発
を
は
じ
め
、
す
べ

て
の
原
発
の
再
稼
働
を
や
め
さ

せ
よ
う
▽
脱
原
発
社
会
を
一
日

も
早
く
実
現
し
よ
う
―
の
項
目

を
採
択
し
た
。

　
集
会
後
は
、
市
役
所
前
ま
で

行
進
。
コ
ロ
ナ
対
策
と
し
て

コ
ー
ル
は
行
わ
ず
、
街
頭
の
歩

行
者
に
手
持
ち
の
プ
ラ
カ
ー
ド

で
脱
原
発
を
訴
え
た
。

「
バ
イ
バ
イ
原
発
」
の
プ
ラ
カ
ー
ド
を

掲
げ
る
参
加
者

　
厚
生
労
働
省
は
3
月
26
日
の

社
会
保
障
審
議
会
・
医
療
保
険

部
会
で
、
今
年
3
月
下
旬
に
予

定
し
て
い
た
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
等
シ
ス
テ
ム
の
本
格
運
用

に
よ
り
デ
ー
タ
登
録
・
確
認
・

修
正
作
業
に
時
間
が
か
か
っ
て

お
り
、
ま
た
保
険
者
が
管
理
・

登
録
し
て
い
る
加
入
者
デ
ー
タ

に
誤
り
（
個
人
番
号
の
誤
り
、

オンライン資格確認
本 格 運 用 先 送 り
21年10月までに開始

を
今
年
10
月
ま

で
に
先
送
り
す

る
こ
と
を
報

告
、
了
承
さ
れ

た
。
医
療
機
関

等
の
側
で
は
、

世
界
的
な
半
導

体
不
足
に
よ
る

パ
ソ
コ
ン
調
達

の
遅
れ
、
一
部

カ
ー
ド
リ
ー

ダ
ー
の
生
産
遅

れ
等
に
よ
り
、

導
入
の
準
備
が

進
ん
で
い
な

い
。
プ
レ
運
用

の
結
果
、
加
入
者
デ
ー
タ
の
不

備
に
よ
る
資
格
確
認
エ
ラ
ー
、

院
内
シ
ス
テ
ム
の
読
み
取
り
エ

ラ
ー
が
発
生
。
保
険
者
側
で
、

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
出
勤
制
限
等

被
保
険
者
証
情

報
未
登
録
、
被

保
険
者
番
号
の

誤
入
力
等
）
が

あ
っ
た
―
等
が

原
因
。

　
一
方
、
3
月

末
ま
で
に
顔
認

証
機
能
付
き

カ
ー
ド
リ
ー

ダ
ー
を
申
し
込

ん
だ
医
療
機
関

に
対
し
て
一
定

額
（
42
万
9
千

円
）
ま
で
シ
ス

テ
ム
改
修
費
を

全
額
補
助
す
る
特
例
措
置
は
延

長
し
な
い
と
し
た
（
4
分
の
3

助
成
は
23
年
3
月
末
ま
で
継

続
）。
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京
都
市
の
審
議
会
答
申
に
談
話

京
都
市
の
福
祉
施
策
見
直
し
は
再
考
を

 

副
理
事
長
　
渡
邉 

賢
治

あ
ら
た
め
て 「
バ
イ
バ
イ
原
発
」 を

 

コ
ロ
ナ
に
負
け
ず
集
会
開
催

原発事故
から10年

第36回 保団連医療研究フォーラム

生き生きと
保険医が働くために
～コロナ禍を乗り越えて
日　程 9月19日（日）～20日（月・祝）
場　所 ●１日目：全体会
  長良川国際会議場（岐阜県岐阜市長良福光2695-2）
 ●１日目：レセプション、２日目：終日
  都ホテル 岐阜長良川（岐阜県岐阜市長良福光2695-2）
参加費 医師、歯科医師 8,000円／
 コ・メディカル、コ・デンタル 500円／市民 無料
主　催 全国保険医団体連合会
主務地 岐阜県保険医協会

◆第１分科会「在宅医療・介護」◆第２分科会「医科診療の研究と工夫」
◆第３分科会「歯科診療の研究と工夫」◆第４分科会「医科歯科連携した
研究と日常診療の工夫」◆第５分科会「災害、公害、環境、職業病」◆第
６分科会「医学史・医療運動史・医療と裁判」◆ポスターセッション

演題募集中!
5 月31日まで



　開会中の通常国会で審議中の「良質かつ適切な医
療を効率的に提供する体制の確保を推進するための
医療法等の一部を改正する法律案（以下、法案）」
は、国が新型コロナウイルス感染症（以下、コロ
ナ）以前から手掛けてきた医療費適正化のための医
療提供体制改革・医師制度改革の推進を目的として
いる。本紙でも繰り返し指摘してきたように、国の
医療費適正化策は都道府県間の「医療費の地域差」
縮減を目標に、病床数・医師数の医療提供体制のフ
ラット化（低位平準型）を目指している。そのため
に６年に一度、都道府県に策定させるのが医療費適
正化計画であり、同計画とリンクする医療計画・医
師確保計画である。法案もそうした政策の延長線上
にあり、コロナを経ても政策転換しないという国の
宣言にも似ている。
　法案は、①医師の働き方改革の推進②地域医療構
想の推進③外来医療の機能分化―の三つの柱で構成
されている。

医師の働き方改革と
暫定特例水準の解消

　2018年に働き方改革関連法が成立し、医師も時間
外労働規制の対象となった。ただし、規制適用は法
施行期日（19年４月１日）の５年後となる24年４月と
されている。それを目指し、国は規制の在り方や労
働時間短縮策等を「医師の働き方改革の推進に関す
る検討会」や「医師の働き方改革を進めるためのタ
スク・シフト／シェアの推進に関する検討会」等で
議論を積み重ねてきている。これら議論経過は「長
時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のため
の措置の整備等」として法案に盛り込まれている。
　医師の長時間労働是正の取り組みは厚生労働大臣
の定める指針に則って進められる。
　医師の時間外労働時間は、一般的な勤務医に適用
される水準（Ａ水準）、地域医療確保のための暫定
特例水準（Ｂ水準、複数の医療機関で勤務する場合
は「連携Ｂ水準」）、臨床研修医等が技能を修得する
際の集中的技能向上水準（Ｃ‒１臨床研修医・専攻
医、Ｃ‒２高度技能修得研修）に分類し、Ａは年960
時間、Ｂは年1860時間／月100時間未満（2035年度
末を目途に終了）、Ｃは年1860時間／月100時間未満
と各々上限が定められている。うち、Ａ水準を超え
てＢ・Ｃの時間外労働を行う医師が勤務する医療機
関は「医師労働時間短縮計画（時短計画案）」を作
成し（義務）、新設される「医療機関勤務環境評価
センター」による第３者評価を受け、都道府県から
「特例水準の指定」を受ける。計画は年１回、都道
府県に提出せねばならず、計画の評価がＢ・Ｃ水準
指定の有無をも左右する。指定されても医療機関の
全医師に適用されるのでなく、「指定される事由と
なった業務に従事する医師にのみ」適用となる。特
例水準を受けた医療機関は健康確保措置（面接指
導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制の
実施）の実施が求められる。
　医師の時間外労働の短縮は重要課題であり、各医
療機関による時短の取組みを公的にバックアップす
る仕組みの創設も否定すべきでない。また指定は、
Ｂ水準・連携Ｂ水準の時間外労働時間を恒久的に許
容するものでなく、「暫定特例水準」として2035年
度末を目標に解消が目指される。そしてこの「解
消」こそ、法案の主要テーマである。
　解消策の一つがタスクシフティング／シェアリン

グである。20年12月の「議論の整理」を踏
まえ、「静脈路の確保とそれに関連する業
務」の臨床放射線技師・臨床検査技師・臨
床工学技士へのシフトが法案に盛り込まれ
ている。また「議論の整理」には法改正な
しに推進すべきものとして、ⅰ）説明と同
意、ⅱ）各種書類の下書き・仮作成、ⅲ）
診察前の予診等 、ⅳ）患者の誘導のシフ
トが書き込まれている。
　法案に盛り込まれた「共用試験」の「公
的化」とstudent doctorの法的な位置づ
けも「暫定特例水準の解消」との関係で見
ると不安を惹起する。医道審議会医師分科会報告書
（2020年５月）の提言を受け、共用試験を医師国家
試験の受験要件とし、臨床実習までに一定水準の技
能・態度に達していることを確認する仕組みだが、
同時に国はこれをもって student doctorの法的な
位置付けが可能になると述べている。背景に労働時
間短縮のための安上がりな医学生の活用との発想が
あるのだろうか。

新興感染症対策は「柔軟性」で
乗り切れ

　国は医師の時短実現と暫定特例水準解消に向け、
「長時間労働を生む構造的な問題への取組」が必要 
とし、医療施設の最適配置の推進（地域医療構想・
外来機能の明確化）、地域間・診療所間の医師偏在
の是正、適切な受診の促進（患者の受療行動の変
化）をあげている。これらは医師の働き方改革と本
来無関係に国が推進してきたものであり、働き方改
革を梃子にその貫徹を目指す姿勢はあまりにあから
さまである。
　とはいえ医療崩壊を現実に引き起こしたコロナを
無視しては法案の支持は得られない。そこで国は、
医療政策における新興感染症の位置づけをあくまで
「イレギュラーなもの」に過ぎないと整理する作戦
に出た。それを体現するのが「新興感染症を医療計
画の５疾病５事業に加える」ことに他ならない。
　国は、コロナが引鉄を弾いた医療崩壊の理由を医
療提供体制の「柔軟性のなさ」のみに求める。そこ
で機動的な対策を講じられるよう、あらかじめ地域
の行政と医療関係者間で議論・準備を行うこと、そ
のため2024年度からの第８次医療計画からへの記載
を法定化する。例示された具体的記載事項は別表の
とおり。
　平時から、行政が中心となり新興感染症拡大時の
医療体制について合意形成をはかる必要性はある。
だが病床逼迫の要因を柔軟性のなさだけに求める態
度は許し難い。病床数・医師数を抑制し、診療報酬
体系で経営を束縛してきたことが医療崩壊の元凶に
ある。この視点もなく医療計画に新興感染症を位置
付け、自治体・医療機関に対応をまる投げすると
は、言語道断である。

地域医療構想の見境なき推進
　その上で、国は「新型コロナ対応が続く中で」
も、「人口減少・高齢化」「医療ニーズの質・量が徐
々に変化」「マンパワーの制約も一層厳しくなる」
という従来からの地域医療構想の必要性は変わって
いないとし、「感染拡大時の短期的な医療需要に
は、各都道府県の「医療計画」に基づき機動的に対
応することを前提に、地域医療構想については、そ

の基本的な枠組み（病床の必要量の推計・考え方な
ど）を維持しつつ、着実に取組を進めていく」。「公
立・公的医療機関等において、具体的対応方針の再
検証等を踏まえ、着実に議論・取組を実施するとと
もに、民間医療機関においても、改めて対応方針の
策定を進め、地域医療構想調整会議の議論を活性
化」するとしている。その推進策として、法案には
「病床機能再編支援制度について、2021年度以降、
消費税財源を充当する」こと、すなわち病床削減・
廃止を伴う病院統合を後押しする財政支援制度の実
施が盛り込まれた。

外来医療の機能の明確化・連携
　さらに新たな「外来医療」コントロール策も盛り
込まれた。地域医療構想の外来版とでもいうべき
「外来機能報告」である。国は①医療資源を重点的
に活用する入院の前後の外来②高額等の医療機器・
設備を必要とする外来③特定の領域に特化した機能
を有する外来（紹介患者に対する外来等）を「医療
資源を重点的に活用する外来」（仮称）と位置づ
け、地域における外来医療機関を「かかりつけ医」
と専門外来的なものに分別することを構想している
とみられる。これは当面、病院と診療所間の機能分
化が目指しつつも、将来は診療所間の機能分化や適
正配置を視野に入れたものと考えられる。今回、外
来機能報告が導入されるのは病院と有床診療所であ
り、無床診療所は「努力義務」だが、早晩義務化さ
れるであろう。また、機能分化を後押しする方策と
して、大病院受診時の定額負担の対象に「医療資源
を重点的に活用する医療機関」を加えることも予定
されている。

抜本的な政策転換なしに
苦難の解決はない

　先に述べたように、国は医師数の差異が医療費の
差異を生む大きな要素と考えており、都道府県単位
に医師数を平均化することが医療費適正化につなが
る、と考えている。平均化の前提として、医師総数
を維持するか、増やすか、減らすかが基本的な選択
肢となる。コロナ以前、国は医師需給推計で将来の
医師余剰を推計し、医師不足を否定。その上で、医
師偏在指標を策定し、全都道府県・二次医療圏を
「医師多数区域・少数区域・どちらでもない区域」
に分別し、多数区域から少数区域への医師異動や多
数区域での就業・開業規制によって偏在解消を目指
す仕組みをつくった。その延長線上に法案がある。
新型コロナウイルス感染症を経てもなお、何ら変わ
らない医療費抑制政策を象徴するのがこの法案であ
る。抜本的な方針転換なしに、医療機関と人々の苦
難は解決しない。

政
策
解
説

医療費抑制策突き進む医療法等改正法案
抜本的な政策転換が必要

（別表）

平時からの取組
●感染拡大に対応可能な医療機関・病床等の確保
　（感染拡大時に活用しやすい病床や転用しやすいスペースの整備）
●感染拡大時を想定した専門人材の確保等
　（感染管理の専門性を有する人材、重症患者に対応可能な人材等）
●医療機関における感染防護具等の備蓄
●院内感染対策の徹底、クラスター発生時の対応方針の共有等

感染拡大時の取組
●受入候補医療機関
●場所・人材等の確保に向けた考え方
●医療機関の間での連携・役割分担
　（感染症対応と一般対応の役割分担、医療機関間での応援職員派遣等）等
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他
院
撮
影
の
写
真
を
診
断
し
た
場
合
の

算
定
に
つ
い
て

金
融
共
済
委
員
会

2
／
24
の
開
催
状
況

　
各
地
区
か
ら
選
出
の
委
員
に

よ
り
、
共
済
制
度
の
健
全
・
安

日　時 4月22日（木）午後 2 時～ 4 時
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ
講　師 ひろせ税理士法人　副所長　
 認定登録医業経営コンサルタント　常田 幸男氏
参加費 お一人1,000円（当日徴収）　　協　賛　有限会社アミス

日　時 4月24日（土）午後 5 時～ 6 時（開場：4 時45分）
場　所 ホテルモントレ京都２階「エスカーレ」
 （京都市中京区烏丸通三条下ル　☎075-251-7111）
曲　目 モーツァルト 「オーボエ四重奏曲」 他
参加費 会員 1,000円　家族・従業員 2,000円
※ 今回は新型コロナウイルスの感染防止の観点から飲食はあ
りません。また、状況によっては中止等の可能性がありま
すのでご了承下さい。
※ご家族・従業員の方の参加も歓迎いたします。お誘い合わせの上どうぞ。

主　催 京都府保険医協会　　協　賛　有限会社アミス

経営セミナーのご案内
閉院・承継 ―いつか来るその日に備えて―

オーボエ四重奏を楽しみましましょう
― サロンコンサート ―

定員 15人

（先着順要申込）

演　奏
オーボエ：高山 郁子
バイオリン：杉江 洋子
ビ オ ラ：金本 洋子
チ ェ ロ：福富 祥子

オーボエ四重奏を楽しみましましょう

演　奏

定
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
休
補
運
営
分
科
会

　
給
付
審
査
3
件
、
加
入
審
査

1
件
を
審
査
し
可
決
し
ま
し
た
。

②
融
資
諮
問
分
科
会

　
2
件
の
案
件
を
審
査
し
可
決

し
ま
し
た
。

3
／
24
の
開
催
状
況

①
休
補
運
営
分
科
会

　
給
付
審
査
5
件
を
審
査
し
可

決
し
ま
し
た
。

②
融
資
諮
問
分
科
会

　
1
件
の
案
件
を
審
査
し
可
決

し
ま
し
た
。

テ
ー
マ
は
何
で
も
結
構
で

す
。
8
0
0
字
以
内
。
掲

載
後
、
図
書
カ
ー
ド
を
贈

呈
し
ま
す
。

会
員
投
稿

募
集
中
!

　
Ｑ
、
他
院
で
撮
影
し
た
以
下

の
写
真
に
つ
い
て
、
当
院
で
診

断
を
行
っ
た
場
合
の
算
定
は
ど

う
な
り
ま
す
か
。
①
レ
ン
ト
ゲ

ン
②
バ
リ
ウ
ム
に
よ
る
消
化
管

造
影
の
際
に
併
せ
て
撮
影
さ
れ

た
レ
ン
ト
ゲ
ン
③
Ｃ
Ｔ
・
Ｍ
Ｒ

Ｉ
④
内
視
鏡
⑤
エ
コ
ー
。

　
Ａ
、
①
撮
影
部
位
・
撮
影
方

法
別
に
1
回
、
Ｅ
0
0
1
写
真

診
断
の
該
当
点
数
を
算
定
し
ま

す
。
同
一
部
位
・
同
一
撮
影
方

法
の
フ
ィ
ル
ム
が
複
数
枚
あ
っ

て
も
、
枚
数
は
考
慮
し
ま
せ

ん
。
単
純
撮
影
の
フ
ィ
ル
ム
を

診
断
し
た
場
合
は
、
撮
影
部
位

　
も
っ
と
頭
を
柔
ら
か
く
し
て
工

夫
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
菅
政
権
の
コ
ロ
ナ
禍
に
対
す
る

施
策
は
、
従
来
の
延
長
線
上
の
も

の
と
、
場
当
た
り
が
多
い
。

　
コ
ロ
ナ
禍
は
、
地
理
的
に
広
範

囲
の
大
規
模
災
害
の
う
え
、
時
間

的
に
長
く
続
い
て
い
る
。
生
活
・

経
済
へ
の
影
響
も
大
き
い
。

　
こ
う
い
う
事
態
に
は
平
時
の
制

度
の
活
用
に
加
え
、
臨
時
の
思
い

切
っ
た
施
策
が
求
め
ら
れ
る
。

　
昨
年
夏
に
支
給
さ
れ
た
1
人
10

万
円
の
特
別
定
額
給
付
金
は
、
そ

う
い
う
施
策
の
例
だ
っ
た
（
支
給

事
務
の
遅
さ
は
お
粗
末
）。

　
こ
れ
だ
け
事
態
が
長
引
い
て
い

る
の
だ
か
ら
、
改
め
て
、
日
本
で

暮
ら
す
全
員
を
対
象
に
一
律
給
付

を
や
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
困
窮

世
帯
に
限
定
せ
ず
、
毎
月
7
万
円

ぐ
ら
い
配
っ
て
は
ど
う
か
。

　
た
だ
し
、
次
か
ら
の
給
付
金
は

課
税
対
象
に
す
る
べ
き
だ
（
昨
年

の
特
別
定
額
給
付
金
は
非
課
税
）。

　
国
か
ら
お
金
を
も
ら
え
ば
、
そ

の
人
の
収
入
は
現
実
に
増
え
る
。

年
間
所
得
に
応
じ
て
ふ
だ
ん
通
り

に
課
税
す
れ
ば
よ
い
。
一
定
以
上

の
高
所
得
者
は
特
別
な
計
算
を
し

て
給
付
の
全
額
を
吸
い
上
げ
る
。

　
そ
の
方
式
な
ら
、
低
所
得
の
人

ほ
ど
手
厚
い
支
援
に
な
り
、
高
所

得
者
に
は
援
助
し
な
く
て
済
む
。

国
や
自
治
体
に
は
あ
る
程
度
の
税

収
が
戻
る
の
で
、
実
質
的
な
財
政

負
担
は
巨
大
に
な
ら
な
い
。

　
全
員
へ
の
一
律
給
付
な
ら
経
済

効
果
が
大
き
く
、
税
収
も
増
え

る
。
ま
さ
に
お
金
が
回
る
。

　
給
与
・
年
金
所
得
の
人
は
年
末

調
整
で
済
み
、
確
定
申
告
で
も
計

算
は
簡
単
に
で
き
る
。
所
得
を
ご

ま
か
す
不
届
き
者
も
出
る
だ
ろ
う

が
、
制
裁
を
重
く
す
れ
ば
よ
い
。

　
国
か
ら
配
っ
た
お
金
に
課
税
し

て
国
に
戻
す
の
は
変
？　
そ
ん
な

こ
と
は
な
い
。
事
業
者
向
け
の
持

続
化
給
付
金
、
家
賃
支
援
給
付
金

な
ど
は
課
税
対
象
だ
し
、
老
齢
年

金
も
課
税
対
象
に
な
っ
て
い
る
。

　
公
的
に
お
金
や
サ
ー
ビ
ス
を
給

付
す
る
と
き
に
は
、
大
別
し
て
二

つ
の
や
り
方
が
あ
る
。

　
一
つ
は
「
選
別
主
義
」
で
、
要

件
や
基
準
を
満
た
す
人
だ
け
を
給

付
対
象
に
す
る
。
生
活
保
護
、
児

童
扶
養
手
当
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
な
ど
は
、
こ
れ
に
あ
た
る
。

　
本
当
に
必
要
な
人
に
絞
ろ
う
と

す
る
た
め
、
基
準
が
複
雑
に
な
っ

た
り
、
逆
に
機
械
的
に
な
っ
た
り

す
る
（
持
続
化
給
付
金
は
売
上
50

％
以
上
減
と
い
う
線
引
き
）。

　
制
度
が
わ
か
り
に
く
く
、
各
種

の
書
類
や
情
報
も
求
め
ら
れ
る
の

で
、
申
請
し
に
く
い
。
審
査
も
手

間
が
か
か
る
。
利
用
者
の
恥
の
意

識
や
、
納
税
額
が
多
い
か
ら
利
用

で
き
な
い
の
は
不
合
理
だ
と
い
う

不
満
、
や
っ
か
み
を
生
み
、
社
会

の
対
立
・
分
断
に
も
つ
な
が
る
。

　
も
う
一
つ
の
や
り
方
は
「
普
遍

主
義
」
で
あ
る
。
一
定
の
属
性
に

あ
て
は
ま
る
全
員
に
所
得
制
限
せ

ず
に
給
付
す
る
。
民
主
党
政
権
時

の
「
子
ど
も
手
当
」
が
そ
う
だ
っ

た
。
医
療
保
険
の
療
養
の
給
付
も

こ
ち
ら
に
近
い
。
審
査
は
簡
便
だ

が
、
ば
ら
ま
き
、
青
天
井
、
放
漫

財
政
と
批
判
さ
れ
や
す
い
。

　
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
は
ま
だ
ら

だ
。
打
撃
の
深
刻
な
業
種
、
職
種

が
あ
る
一
方
で
、
好
調
な
業
種
、

影
響
の
な
い
職
種
も
あ
る
。

　
「
最
終
的
に
は
生
活
保
護
が
あ

る
」
と
菅
首
相
は
1
月
の
国
会
で

答
弁
し
た
。
し
か
し
困
窮
者
を
助

け
る
の
は
当
然
の
こ
と
。
中
間
層

を
含
め
て
困
窮
状
態
に
至
ら
な
い

よ
う
に
予
防
す
る
手
だ
て
を
講
じ

る
の
が
政
治
の
役
割
だ
ろ
う
。

　
本
当
に
困
り
そ
う
な
人
を
よ
り

分
け
る
作
業
に
労
力
と
費
用
を
注

ぐ
よ
り
、
政
府
が
持
つ
税
制
の
仕

組
み
を
活
用
し
て
は
ど
う
か
。

（
10
代
未
満
満
男
性
）

〈
事
故
の
概
要
と
経
過
〉

　
患
者
は
学
校
の
体
育
館
で
手

摺
り
を
飛
び
越
え
よ
う
と
し
て

失
敗
し
、
左
手
を
つ
い
て
転
倒

し
た
。
患
者
は
本
件
医
療
機
関

で
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
を
受
け
、

「
左
肘
関
節
捻
挫
・
関
節
内
血

腫
」
と
診
断
さ
れ
た
。
医
師

は
、
フ
ィ
ル
ム
上
で
明
ら
か
な

骨
折
を
認
め
な
か
っ
た
が
ギ
プ

ス
シ
ー
ネ
で
固
定
し
た
。
約
2

週
間
後
に
も
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影

を
し
た
が
、
医
師
は
特
に
骨

折
・
脱
臼
な
ど
の
異
常
は
な
い

と
判
断
し
た
。
そ
こ
で
、
さ
ら

療
機
関
の
整
形
外
科
を
受
診
し

た
。
そ
の
後
、
Ｃ
医
療
機
関
で

Ｃ
Ｔ
ス
キ
ャ
ン
撮
影
後
に
「
左

陳
旧
性
橈
骨
頭
脱
臼
骨
折
」
と

診
断
さ
れ
、
Ｄ
医
療
機
関
に
入

院
と
な
り
、
手
術
を
受
け
た
。

手
術
か
ら
約
5
カ
月
後
に
は
、

固
定
し
た
ネ
ジ
4
本
の
内
、
2

本
を
抜
去
す
る
手
術
を
受
け

た
。 

　
患
者
側
は
、
左
橈
骨
頭
脱
臼

骨
折
を
見
落
と
し
た
こ
と
は
事

実
と
し
て
、
医
療
費
等
に
つ
い

て
賠
償
請
求
を
行
う
と
と
も

に
、
そ
の
後
弁
護
士
を
介
し
て

証
拠
保
全
を
申
し
立
て
た
。

　
医
療
機
関
側
と
し
て
は
、
最

初
に
レ
ン
ト
ゲ
ン
を
撮
影
し
た

時
点
で
は
、
左
橈
骨
頭
脱
臼
骨

折
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
そ
の

2
週
間
後
、
4
週
間
後
に
撮
影

し
た
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
で
は
、

骨
折
は
写
っ
て
い
な
い
も
の

の
、
左
橈
骨
頭
脱
臼
は
写
っ
て

お
り
、
脱
臼
の
見
落
と
し
は
明

ら
か
で
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の

点
に
つ
い
て
は
全
面
的
に
医
療

過
誤
を
認
め
た
。

　
紛
争
発
生
か
ら
解
決
ま
で
約

8
年
8
カ
月
間
要
し
た
。

〈
問
題
点
〉

　
最
初
に
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
を

し
た
日
か
ら
、
約
2
週
間
後
と

約
4
週
間
後
に
撮
影
し
た
レ
ン

ト
ゲ
ン
そ
れ
ぞ
れ
左
橈
骨
頭
脱

臼
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
見
落

に
約
2
週
間
後
に
レ
ン
ト
ゲ
ン

撮
影
を
し
た
後
、
ギ
プ
ス
シ
ー

ネ
を
除
去
し
て
左
肘
運
動
療
法

等
を
開
始
し
た
。
し
か
し
、
患

者
は
症
状
が
改
善
し
な
い
こ
と

か
ら
、
ギ
プ
ス
シ
ー
ネ
を
除
去

し
て
か
ら
約
3
カ
月
後
に
Ａ
鍼

灸
接
骨
院
を
受
診
し
、
そ
こ
で

「
完
全
に
脱
臼
し
て
お
り
、
こ

の
状
態
で
リ
ハ
ビ
リ
は
駄
目
」

と
言
わ
れ
た
た
め
、
別
の
Ｂ
医

左
橈
骨
頭
脱
臼
を
見
落
と
し
、陳
旧
化

医
師
が
選
ん
だ

医
事
紛
争
事
例
137

課
税
対
象
に
し
て
全
員
に
一
律
給
付
金
を

と
し
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で

あ
る
。
尺
骨
に
骨
折
を
伴
う

M
onteggia 

骨
折
で
も
見

落
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
単

独
の
橈
骨
頭
脱
臼
で
は
さ
ら
に

注
意
が
必
要
で
あ
る
。
次
に
、

約
3
カ
月
間
の
発
見
の
遅
れ
に

よ
っ
て
3
カ
月
近
く
手
術
施
行

が
遅
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
仮

に
最
初
に
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
を

し
た
約
2
週
間
後
に
発
見
さ
れ

て
い
た
と
し
て
、
例
え
ば
後
遺

症
が
ひ
ど
く
な
っ
た
と
か
手
術

の
規
模
が
大
き
く
な
っ
た
と
か

ど
の
程
度
、
損
害
の
差
が
あ
っ

た
か
は
、
Ｄ
医
療
機
関
の
カ
ル

テ
が
確
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

の
で
判
断
で
き
な
か
っ
た
。

〈
結
果
〉

　
医
療
機
関
側
は
一
部
医
療
過

誤
を
認
め
て
、
患
者
側
に
説
明

を
試
み
た
と
こ
ろ
、
改
め
て
賠

償
請
求
を
す
る
様
子
が
窺
わ
れ

な
か
っ
た
の
で
、
最
終
的
に
立

ち
消
え
解
決
と
見
做
さ
れ
た
。

の
コ
ー
ド
記
載
が
必
要
で
す
。

　
②
考
え
方
は
①
と
同
じ
で

す
。
点
数
は
Ｅ
0
0
1
写
真
診

断
の
「
造
影
剤
使
用
撮
影
」
に

な
り
ま
す
。
③
初
診
の
日
に
限

り
、
Ｅ
2
0
3
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
断
層
診
断
が
算
定
で
き
ま

す
。
④
初
診
の
日
に
限
り
、
70

点
を
算
定
で
き
ま
す
。
⑤
算
定

で
き
る
点
数
は
あ
り
ま
せ
ん
。

シリーズ 第 3 弾を発行

医療安全研修
DVD partⅢ

絶賛
発売中!!発売中!!

定価 11,000円
京都協会会員 5,000円
他府県協会会員 7,000円

各税込
送料別

2 0 2 1 年 (令和 3年) 4 月 1 0 日 第 3 0 9 5 号京 都 保 険 医 新 聞( 7 ) 毎月10日･25日発行

原　昌平  （ジャーナリスト）
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前
回
紹
介
し
た
、
認
知
症
の

行
方
不
明
者
を
捜
索
す
る
目
的

で
集
ま
っ
た
グ
ル
ー
プ
「
み
ま

も
る
o
n
e
」。
当
地
域
で
迷

い
込
む
場
所
と
言
え
ば
、
藪
、

山
道
、
畑
の
あ
ぜ
道
な
ど
に
な

り
ま
す
。
勢
い
、
危
険
箇
所
も

探
索
す
る
こ
と
か
ら
、
防
災
に

も
着
目
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
①
こ
の
地
域
で
起
こ
り
う

る
災
害
は
②
そ
の
災
害
に
ど
う

対
処
す
る
か
③
避
難
所
は
④
要

配
慮
者
は
―
。
さ
ま
ざ
ま
な
課

題
が
浮
き
彫
り
と
な
り
ま
し

た
。

　
市
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
指

定
さ
れ
た
避
難
所
ま
で
の
道
路

に
は
液
状
化
の
可
能
性
が
あ

り
、
阪
神
淡
路
大
震
災
で
の
支

援
活
動
の
経
験
か
ら
倒
壊
建
物

が
道
を
塞
ぐ
こ
と
も
わ
か
っ
て

い
ま
す
。
要
配
慮
者
が
指
定
避

難
所
に
ま
で
た
ど
り
着
く
の
は

至
難
の
業
と
考
え
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
幸
い
鉄
骨
造
り
の
自
宅

兼
「
カ
フ
ェ
け
や
き
の
家
」
を

要
配
慮
者
の
避
難
場
所
に
し
よ

う
と
グ
ル
ー
プ
で
決
定
。
し
か

し
、
い
く
ら
鉄
骨
造
り
と
言
っ

て
も
、
家
の
中
で
物
が
散
乱
し

て
は
元
も
子
も
あ
り
ま
せ
ん
。

と
い
う
こ
と
で
、
室
内
の
防
災

対
策
も
ぬ
か
り
な
く
、
ゴ
ム
の

ス
ト
ッ
パ
ー
な
ど
を
活
用
し
て

物
が
散
乱
し
な
い
よ
う
な
工
夫

を
施
し
た
り
、
昔
懐
か
し
い
防

災
頭
巾
も
常
備
し
て
い
ま
す
。

普
段
は
椅
子
の
背
も
た
れ
に
か

け
て
お
き
、
い
ざ
と
な
れ
ば
被

れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
加

え
て
、
メ
ン
バ
ー
各
自
の
自
宅

の
耐
震
確
認
を
行
い
、
あ
る
程

度
地
震
等
に
耐
え
ら
れ
そ
う
な

ら
そ
こ
も
2
〜
3
家
族
単
位
の

避
難
場
所
と
し
よ
う
。
そ
う

い
っ
た
と
こ
ろ
を
ど
ん
ど
ん
増

や
し
て
い
こ
う
と
計
画
中
で

す
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
案
は

全
部
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
市
の
公

認
は
得
て
い
ま
せ
ん
。

　
さ
て
、「
カ
フ
ェ
け
や
き
の

家
」
を
避
難
場
所
と
し
、
い
ざ

と
い
う
と
き
は
要
配
慮
者
を
受

け
入
れ
る
と
決
め
た
の
は
よ
い

の
で
す
が
、
寝
袋
等
を
活
用
し

て
も
せ
い
ぜ
い
10
人
寝
ら
れ
れ

ば
よ
い
と
こ
ろ
。
家
族
の
人
た

ち
ま
で
寝
ら
れ
る
場
所
は
な

く
、
ど
う
し
た
も
の
か
と
悩
ん

で
い
た
ら
、
家
族
の
人
た
ち
は

車
中
泊
に
し
て
も
ら
っ
て
は
ど

う
か
と
い
う
提
案
が
出
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
、
災
害

が
起
こ
っ
て
も

3
密
は
回
避
を

と
い
う
こ
と

で
、
避
難
所
だ

け
で
な
く
に
わ
か
に
車
中
泊
と

い
う
選
択
肢
が
浮
上
し
ま
し
た
。

　「
や
っ
て
み
ん
と
わ
か
ら
ん
」

と
い
う
こ
と
で
、「
み
ま
も
る

o
n
e
」
の
メ
ン
バ
ー
が
集

ま
り
車
中
泊
避
難
訓
練
を
実
行

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ち
ょ
っ
と
わ
く
わ
く
し
な
が

ら
。
当
初
は
10
月
に
開
催
さ
れ

車
中
泊
避
難
訓
練
を
決
行

白
色
確
定
申
告
説
明
会
開
く

　
協
会
は
白
色
確
定
申
告
説
明
会
を
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
拡
大
防
止
の
た
め
ウ
ェ
ブ
併
用
形
式
で
2
月
10
日
に
開

催
し
た
。
講
師
は
鴨
井
勝
也
税
理
士
、
参
加
者
は
7
人
。

新
型
コ
ロ
ナ
支
援
関
連

の
税
務
処
理

　
医
療
従
事
者
の
慰
労
金
と
全

国
民
対
象
の
定
額
給
付
金
10
万

円
は
非
課
税
の
た
め
収
入
に
は

入
れ
な
い
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
等
の
補

助
金
は
雑
収
入
と
し
て
計
上
す

る
。
た
だ
し
、
措
置
法
26
条
の

計
算
に
は
影
響
し
な
い
。
補
助

金
等
の
税
務
処
理
は
、
該
当
の

収
入
が
事
業
の
た
め
か
一
般
家

庭
の
た
め
か
で
判
断
す
る
。

2
0
2
1
度
税
制
改
正

の
ポ
イ
ン
ト

　
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
る

負
担
軽
減
の
主
な
項
目
と
し

て
、
住
宅
取
得
等
資
金
に
係
る

贈
与
税
の
非
課
税
枠
が
2
0
2

1
年
末
ま
で
1
年
間
据
え
置
か

れ
る
。
ま
た
、
土
地
に
係
る
固

定
資
産
税
等
の
負
担
軽
減
と
し

て
、
宅
地
等
お
よ
び
農
地
の
負

担
調
整
措
置
（
固
定
資
産
税
評

価
額
が
増
額
し
た
場
合
に
、
固

定
資
産
税
等
の
負
担
が
急
激
に

増
え
な
い
よ
う
段
階
的
に
引
き

上
げ
る
仕
組
み
）
は
、
現
行
の

仕
組
み
を
2
0
2
3
年
度
ま
で

継
続
し
、
固
定
資
産
税
評
価
額

が
増
額
す
る
土
地
は
2
0
2
1

年
度
に
限
り
前
年
度
税
額
に
据

え
置
く
。

　
2
0
2
1
年
4
月
1
日
以
降

に
提
出
す
る
税
務
関
係
書
類

（
税
務
署
長
等
に
提
出
す
る
国

税
関
係
書
類
に
お
い
て
、
実

印
・
印
鑑
証
明
書
を
求
め
る
手

続
き
等
を
除
く
）
の
押
印
義
務

が
廃
止
さ
れ
る
。

2
0
2
0
年
分
か
ら
適

用
さ
れ
る
主
な
改
正
点

　
基
礎
控
除
で
は
、
控
除
額
が

一
律
10
万
円
引
き
上
げ
ら
れ
、

合
計
所
得
金
額
2
4
0
0
万
円

を
超
え
る
個
人
は
合
計
所
得
金

額
に
応
じ
て
控
除
額
が
逓
減

し
、
2
5
0
0
万
円
を
超
え
る

と
適
用
さ
れ
な
い
。

　
公
的
年
金
等
控
除
で
は
、
控

除
額
が
一
律
10
万
円
引
き
下
げ

ら
れ
、
公
的
年
金
等
収
入
金
額

が
1
0
0
0
万
円
を
超
え
る
場

合
は
1
9
5
万
5
千
円
が
控
除

額
上
限
と
さ
れ
、
公
的
年
金
等

に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
の

合
計
所
得
金
額
が
1
0
0
0
万

円
超
2
0
0
0
万
円
以
下
の
場

合
は
控
除
額
を
一
律
10
万
円
、

2
0
0
0
万
円
超
の
場
合
は
一

律
20
万
円
そ
れ
ぞ
れ
引
き
下
げ

ら
れ
る
。

　
給
与
所
得
控
除
等
で
は
、
控

除
額
が
一
律
10
万
円
引
き
下
げ

ら
れ
、
給
与
収
入
8
5
0
万
円

超
で
上
限
額
は
1
9
5
万
円
に

な
る
。

　
次
の
場
合
に
所
得
金
額
調
整

控
除
が
適
用
さ
れ
る
。
給
与
等

の
収
入
金
額
が
8
5
0
万
円
を

超
え
る
場
合
、
①
特
別
障
害
者

に
該
当
す
る
、
②
年
齢
23
歳
未

満
の
扶
養
親
族
を
有
す
る
、
③

特
別
障
害
者
で
あ
る
同
一
生
計

配
偶
者
も
し
く
は
扶
養
親
族
を

有
す
る
、
①
②
③
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
れ
ば
、
給
与
等
の
収

入
金
額
（
1
0
0
0
万
円
を
超

え
る
場
合
は
1
0
0
0
万
円
）

か
ら
8
5
0
万
円
を
控
除
し
た

金
額
の
10
％
相
当
額
を
給
与
所

得
金
額
か
ら
控
除
す
る
。

　
給
与
収
入
と
公
的
年
金
等
収

入
が
あ
り
、
給
与
所
得
控
除
後

の
給
与
等
の
金
額
と
公
的
年
金

等
に
係
る
雑
所
得
の
金
額
の
合

計
額
が
10
万
円
を
超
え
る
場

合
、
給
与
所
得
控
除
後
の
給
与

等
の
金
額
（
上
限
10
万
円
）
と

公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
の

金
額
（
上
限
10
万
円
）
の
合
計

額
か
ら
10
万
円
を
控
除
し
た
残

額
を
給
与
所
得
の
金
額
か
ら
控

除
す
る
。

　
そ
の
他
、
申
告
書
第
一
表
と

第
二
表
の
様
式
変
更
、
未
婚
の

ひ
と
り
親
控
除
、
寡
婦
控
除
の

見
直
し
に
注
意
す
る
。

医
療
費
控
除

　
2
0
1
7
年
以
降
に
医
療
費

控
除
の
適
用
を
受
け
る
場
合

は
、
医
療
費
の
領
収
書
に
基
づ

い
て
必
要
事
項
を
記
載
し
た

「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
を

確
定
申
告
書
に
添
付
し
て
提
出

す
る
。
こ
の
場
合
、
医
療
費
の

領
収
書
を
確
定
申
告
期
限
等
か

ら
5
年
間
自
宅
等
で
保
存
す
る

必
要
が
あ
る
。
医
療
保
険
者
が

発
行
す
る
「
医
療
費
通
知
書
」

を
添
付
す
る
場
合
は
、「
医
療

費
控
除
の
明
細
書
」
の
記
載
を

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
、
医
療

１日目 　 5月13日（木） 午後 2 時～ 4 時
「医院・診療所での接遇マナー研修（初級）」
講　師 ㈱JAPAN・SIQ協会　川﨑 ゆかり氏
参加費 お一人 1,000円　※当日徴収

新しく医療機関に
勤められた方の研修会

診療所
対　象

２日目 　 5月27日（木） 午後 2 時～ 4 時
Ⅰ 「医事紛争から見た医療従事者としての心構え」
講　師 医療安全対策部会副理事長　林　一資氏
Ⅱ 「知っておきたい保険の基礎知識」
講　師 保険部会理事　種田 征四郎氏
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ
定　員 両日15人（１医療機関２人まで） １日だけの参加可
※要申込。定員に達し次第、締め切らせていただきます。
※ ソーシャルディスタンス確保のため、定員を制限しています。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から参加者は手洗い・
消毒、マスクの着用をお願いします。

協　賛　有限会社アミス

る
長
岡
京
市
の
避
難
訓
練
に
合

わ
せ
て
行
う
は
ず
で
し
た
が
、

我
が
グ
ル
ー
プ
の
恒
例
行
事
等

が
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
次
々
中
止

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
車
中
泊

避
難
訓
練
も
大
が
か
り
に
行
う

も
の
は
中
止
と
し
、
3
密
に
な

ら
な
い
よ
う
少
人
数
の
メ
ン

バ
ー
有
志
で
実
施
す
る
こ
に
し

ま
し
た
。
車
中
泊
避
難
訓
練
に

集
ま
っ
た
の
は
、
女
性
3
人
、

男
性
5
人
、
犬
1
匹
。
ミ
ニ
バ

ン
タ
イ
プ
1
台
、
軽
自
動
車
バ

ン
タ
イ
プ
1
台
、
軽
自
動
車
ワ

ゴ
ン
タ
イ
プ
1
台
、
普
通
自
動

車
ハ
ッ
チ
バ
ッ
ク
タ
イ
プ
2

台
、
普
通
自
動
車
バ
ン
タ
イ
プ

1
台
。
決
行
日
は
20
年
12
月
12

日
で
、
伝
手
を
頼
っ
て
柳
谷
観

音
の
駐
車
場
を
お
借
り
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
関
連
留
意
点
を
解
説

費
の
領
収
書
の
保
存
も
不
要
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
関
連
の
医
療
費
で
医
療
費
控

除
の
対
象
と
な
る
も
の
と
な
ら

な
い
も
の
は
表
の
通
り
。

参加費
無 料

野々下 靖子（乙訓）

cafe

2

続

 医療費控除の対象となる医療費
• 医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
※ ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限ります。

• オンライン診療料として医師等による診療や治療のた
めに支払った費用

• オンライン診療に係るシステム利用料
• オンライン診療で処方された医薬品の購入費用

 医療費控除の対象とならない医療費
• 新型コロナウイルス感染症を予防するために購入した
マスク

•病気予防のためのビタミン剤の購入費用
•自己の判断により受けたPCR検査の検査費用
※ ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治
療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同
様に考えられ、医療費控除の対象となります

•オンライン診療で処方された医薬品の配送料

新型コロナウイルス感染症関連

針刺し事故等補償プラン 針刺し事故感染症見舞金補償プラン
1.  被保険者が医療関係の業務に従事中に生
じた偶然な血液暴露事故を直接の原因とし
て、HBVに感染後Ｂ型肝炎を発病して治療
を受けた場合、HCV・HIVに感染した場合
に保険金をお支払い

2.  日常生活における急激かつ偶然な外来の
事故によるケガも補償

3.  保険料は団体割引20％を適用

●  院長も給付対象者 ! !  ＊従業員の加入が前提です。
● 手術中の血液飛散による吸入事故も対象 ! !
●  見舞金の給付を受けた後でも、再度の針刺し事故
で別の感染症に感染または発病した場合も、給付対
象!!

●  保険料は確定方式 ! ! 面倒な精算手続きはございま
せん。

 ＊ 保険料は労災保険申請人数で算出します。

針刺し事故等への備え、従業員の福利厚生に
― ２ つのプランをご用意しています―

針刺し事故以外の
ケガにも備えます

針刺し事故に
絞った補償に
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